
令和２年度豊島区行政評価 

（事務事業評価） 

事業別評価結果一覧 

政策経営部行政経営課 
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「評価結果」について 

「総合評価」についての最終評価結果です。 

評価基準は行政経営課が設定し、それに基づき、所管部、所管課が評価しています。 

１ 成果指標の達成状況 

当該年度の成果指標の目標値に対する実績値で判断しています。 

（指標を複数設定している場合は、原則、個別指標の達成度の平均値で判断） 

２ 実施方法（昨年度の課題を踏まえた改善状況を含む） 

・事業内容と実施方法の他自治体比較（基準①）および前年度からの改善状況（基準②）

から判断しています。 

３ 区が実施する優先度 

①行政が果たすべき使命、②区の注力度の２つの観点からみた優先度の度合いから判断

しています。 

４ 総合評価 

成果指標の達成状況、実施方法、区が実施する優先度の評価から自動的に判定しています。 

得点 達成基準
Ｓ 目標超過達成 5 指標達成度130％以上
Ａ 達成 3 指標達成度100～130％未満
Ｂ 相当程度達成 2 指標達成度  70～100％未満
Ｃ 未達成 1 指標達成度  40～ 70％未満
Ｄ 大きく未達成 0 指標達成度　 0～  40％未満

成果指標の達成状況

得点 達成基準① 達成基準②

Ｓ
先進的（前年度か
ら改善あり）

4 自治体の中で概ね 上位 10％以上 前年度から方法等の改善あり

Ａ
先進的（前年度か
ら改善なし）

3 自治体の中で概ね 上位 10％以上 前年度から方法等の変更なし

Ｂ
標準的（前年度か
ら改善あり）

2 自治体の中で概ね 上位 10％未満 前年度から方法等の改善あり

Ｃ
標準的（前年度か
ら改善なし）

0 自治体の中で概ね 上位 10％未満 前年度から方法等の変更なし

実施方法

基準
Ｓ 最優先 5 最優先事業（事業全体の１～２割）
Ａ 高 3 優先事業　（事業全体の２～３割）
Ｂ 中 2 S、A以外に優先すべき事業
Ｃ 低 1 S、A、B以外の事業

区が実施する優先度

ランク１ ランク２ ランク３ ランク４

（合計９点以上） （合計８点） （合計６～７点） （合計５点以下）

「成果指標の達成状況」「実施方法」「区が実施する必然性」の総合評価（合計得点）
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５ 予算要望 

翌年度の予算編成に向けた所管課の予算要望の意向です。 

（外部環境の変化による予算増減（例えば高齢者の増加による対象者の増加など）は考慮

していません） 

６ 今後の事業の方向性 

総合評価と予算要望から自動的に判定しています。 

「今後の事業の方向性」の評価の区分は次のとおりです。 

※評価結果は予算編成等に積極的に活用しますが、今後の状況によっては、評価結果と 

異なった対応となる場合もあります。 

また、すべての事業において短期的（直近予算への反映等）な対応ができるとは限りません。 

前年度の予算規模を維持すべき事業
他の事業を削減してでも増額すべき事業

基準
増額

終了／廃止
減額

終了／廃止等が決定している事業
前年度よりも減額して実施可能な事業

予算要望

現状維持

総合評価

ランク１ ランク２ ランク３ ランク４

予算要望 （合計９点以上） （合計８点） （合計６～７点） （合計５点以下）

増額

現状維持

減額

終了／廃止

「成果指標の達成状況」「実施方法」「区が実施する必然性」の総合評価（合計得点）

S:拡充

C:縮小

D:終了

B:改善・見直
し

A':改善・継
続

A:現状維持

評価基準

S 拡充 事業規模を積極的に拡充することが適当なもの（コストの増大も伴うもの）

A 現状維持 事業規模を維持しつつ継続することが適当なもの（コストの自然増・減を含む）

A' 改善・継続 事業規模を維持して継続しつつも、状況に応じて改善、見直しを図るべきもの

B 改善・見直し
事業内容等の改善、見直しを図ったうえでコストを維持（または減少）することが適当なもの
または、事業規模を維持しつつ、コストを減少させることが適当なもの

C 縮小 事業規模を縮小し、あわせてコストも縮小することが適当なもの

D 終了 休止、廃止、完了、統廃合によって事業を終了することが適当なもの

評価区分
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（１）Ａ表（詳細版）総合評価結果一覧

No.
事業整
理No.

課名 評価事業名 事業概要
R02決算
（千円）

総合評価
（④）

今後の事業の
方向性

所管課の認識

1 0201-01 総務課
憲法・非核平和・
人権思想周知関
係事業

①憲法　暮らしと憲法の関りを考える機会を提供す
るためパネル展示等を行う。
②非核平和　核兵器廃絶と恒久平和の大切さをPR
し、その実現に向けて啓発活動を行う。
③人権　人権擁護委員との協働による街頭啓発活
動やパネル展、人権メッセージ、人権作文コンクー
ル、人権の花活動の実施。

644 C：未達成
指標の数値は、ほぼ
横ばいとなっている。

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

新型コロナウイルスの
影響により、啓発活動
が制限されている。

A：高

「誰一人取り残さな
い」社会の実現のため
には、平和・人権に関
する意識を浸透させる
ことが不可欠である。

ランク４ 増額

議会において、被爆
地への中学生派遣を
毎年実施することが求
められている。

Ｂ：改善・見直し
啓発事業は、繰り返し実施していくことで区民の意識に広く浸透させていくもの
であり、事業の継続性が重要である。

2 0204-13
防災危機管
理課

安全安心防犯パト
ロール経費

〇地域安全運動豊島区民大会（年１回）及び生活
安全協議会（年１回）の開催
〇特殊詐欺被害防止対策として、自動通話録音機
の購入貸与（区内に居住する６５歳以上の高齢者
を対象）
〇区内の防犯協会、組織犯罪根絶協会、環境浄
化推進委員会に対する事業経費の補助
〇防犯パトロール支援資材（停止灯、ベスト、腕章
等）の購入貸与

6,076 A：達成
区内刑法犯認知件数
の減少。

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

特殊詐欺被害防止対
策として、自動通話録
音機の購入貸与。区
内の防犯協会等に対
する事業経費の補助
など。

A：高

協働のまちづくりアン
ケートでの治安対策
への要望が高く、特殊
詐欺の被害防止をは
じめ、各種犯罪抑止
の機運醸成が望まれ
る。

ランク３ 現状維持
活動規模は前年と同
じ

A'：改善・継続
特殊詐欺をはじめ各種犯罪の防圧のため、また区内の治安対策の機運醸成
のため本事業を継続の方針。

3 0204-16
防災危機管
理課

繁華街・暴力団対
策事業経費

〇組織犯罪根絶豊島区民決起大会の開催。
〇客引き対策として、委託警備会社による来街者
への注意喚起と客引き行為者に対する口頭注意を
実施。
〇区職員による客引き行為者に対する指導警告の
実施。
〇繁華街における「ポイ捨て禁止」「路上看板禁
止」「客引き禁止」を目的とした環境浄化パトロール
「としまセーフシティ作戦」の実施。

60,154 A：達成
区内刑法犯認知件
数、客引き人数の減
少。

A：先進的
（前年度
から改善
なし）

池袋駅西口駅前広場
における環境浄化対
策及び、大塚駅周辺
の客引き対策のため
警備員を配置し、区
内の環境浄化対策を
推進。

A：高

地域住民、商店会な
どから、路上における
飲酒喫煙や客引き防
止などの環境改善の
要望が高い。

ランク２ 増額

池袋駅西口駅前広場
警備、大塚駅周辺の
客引き対策のため警
備員を常駐で配置。

Ａ：現状維持

令和3年度から池袋駅西口駅前広場対策、大塚駅周辺の客引き対策の実施の
ため事業規模を拡大。それぞれ警備員を常駐配置し、環境浄化にあたる。警
備員の配置により環境改善は見られるものの、対策を止めれば元の状態にな
るため、今後も継続実施の方針。

4 0204-17
防災危機管
理課

地域における見守
り活動支援事業

〇町会等の地域団体が街頭防犯カメラを設置する
際に、「豊島区地域見守り活動事業に対する補助
金交付要綱」に基づき、補助金を交付する事業。ま
た令和２年度から防犯カメラの保守・修繕・移設に
も補助を行い、更なる地域防犯力の向上を図る。

15,414 A：達成
区内刑法犯認知件数
の減少。

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

順調に業務推進して
いる。

A：高

街頭防犯カメラの設
置をはじめ、同設備の
保守、管理費用につ
いて住民からの要望
が高い。

ランク３ 現状維持
令和2年度と同程度の
事業規模実施予定。

A'：改善・継続
街頭防犯カメラの設置をはじめ、保守管理の経費補助について町会、商店会
からの要望が高く、地域防犯力の維持、向上のためにも事業継続の方針。

5 0207-07
男女平等推
進センター

ワーク・ライフ・バラ
ンス推進事業

①ＷＬＢネットワークミーティングにより、企業のワー
ク・ライフ・バランス推進の阻害要因を取り除く講演
を行い、同時に社会保険労務士による相談会を開
催し、ワーク・ライフ・バランス推進企業の認定数増
加に繋げていく。
②区民向けにフォーラムを開催するとともに、「イク
メン・カジダン・イクジイ」写真展を開催し、ワーク・ラ
イフ・バランスに対する理解を促進する。

217
B：相当程
度達成

コロナ禍において企
業に余裕がなく、認定
企業が予定数を下
回った。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

コロナの影響が収束
すれば予定どおりの
事業展開が可能であ
る。また、企業向けの
講演会や相談会につ
いては、オンラインで
の開催が検討可能で
ある。

B：中

すべての人が仕事と
子育てや介護等を、
希望する形で両立し
ていくことは男女共同
参画社会の実現につ
ながるため、ワーク・ラ
イフ・バランスの推進
はますます求められ
る。

ランク４ 現状維持

コロナの影響が収束
すれば予定どおりの
事業展開が可能であ
る。

Ｂ：改善・見直し

人生100年といわれている現代において、いかにその人らしく生きるかが問わ
れている。こうした中で各企業においてワーク・ライフ・バランスを進めることが求
められている。そのため、区が企業のワーク・ライフ・バランスの推進に向けて発
信することは重要である。オンラインを活用した事業を実施し、参加企業や認定
企業を増やしていく。

6 0401-01
区民活動推
進課

区政推進活動事
業

「豊島区町会活動の活性化の推進に関する条例」
及び「豊島区区政推進活動実施要綱」に基づき、
町会が行う区政推進活動（区政情報の周知活動、
リサイクル・清掃活動、防災活動、地域コミュニティ
の活性化事業等）に対し、交付金を交付する。

29,640
B：相当程
度達成

町会活動支援として
有効であるが、区民の
町会・自治会への活
動参加には直結しに
くいため。

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

要綱及び直近の国勢
調査の結果をもとに算
出した金額を各町会
に交付した。

B：中

町会・自治会が活動
を実施する上で貴重
な財源となっており、
かつ町会活動支援と
して有効であるため。

ランク４ 現状維持

町会・自治会が活動
を実施する上で貴重
な財源となっており、
かつ町会活動支援と
して有効であるため、
現状の予算を維持し
ていく必要がある。

Ｂ：改善・見直し

町会・自治会が担っている、回覧や掲示板による区政情報の周知活動、リサイ
クル・清掃活動、防災力向上活動、コミュニティづくり事業に対して区が交付金
を支出することで、活発な町会活動を促進し、町会の活性化を図ることを目的と
しているため引き続き継続していく必要がある。

7 0401-02
区民活動推
進課

区政連絡会運営
事業

区内１２地区で月１回、町会代表の区政連絡会委
員び常任相談役（区議会議員）で構成される連絡
会を開催する。
（※区民活動推進課は１２地区のうち５地区を担当
し、東部区民事務所が３地区、西部区民事務所が
４地区を担当）

8,670
B：相当程
度達成

区政連絡会は、町会
への情報提供、区政
への理解や協力を求
める場であるとともに、
意見交換の場として
重要な役割を果たし
ているため。

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

緊急事態宣言発動に
より対面開催を中止と
した月もあるが、郵送
等の対応により町会
には滞りなく区政情報
を提供した。

A：高

区政連絡会は、町会
への情報提供、区政
への理解や協力を求
める場であるとともに、
意見交換の場として
期待されているため。

ランク４ 現状維持

区政連絡会は、町会
への情報提供、区政
への理解や協力を求
める場であるともに、
意見交換の場としても
役割が期待されてい
るため、今後も現状の
予算を維持していく必
要がある。

Ｂ：改善・見直し

区政連絡会は、区政の様々な情報を一早く提供し、区政への理解や協力を求
める場であるとともに、意見交換の場として重要な役割を果たしているので、今
後も引き続き、地域の意見や要望について、地区連絡担当とともに担当所管
課へ確実に繋げ、区民参加の一層の充実を図っていく必要がある。

8 0405-15
国民健康保
険課

高齢者の服薬情
報提供事業

複数の処方薬を服用している70歳から74歳までの
国民健康保険加入者の服薬内容を区が確認し、
「服薬情報のお知らせ」を通知し専門家への相談
を促す。

2,803
B：相当程
度達成

新型コロナウイルスの
影響で病院等への診
療回数が減っている
影響もあるが、目標値
を達成している。

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

実施して2回目である
ので、実施方法につ
いては今後業務実態
に基づいて問題点が
出れば改善をしてい
く。

A：高

持続発展都市におい
て高齢者の医療費の
適正化は必須であり、
自身の服薬について
関心を持たせるため
にも有効であると考え
るため。

ランク４ 現状維持
毎年度同程度の費用
がかかるため。

Ｂ：改善・見直し

持続発展都市において高齢者の医療費について施策を行うことは重要である
と考える。高齢者自身の服薬について関心を持つことは重要であり、服薬管理
を相談できるよう薬局と連携することで安心できる機会を設けているので、継続
して事業を行っていきたい。

区が実施する優先度（③）成果指標の達成状況（①） 実施方法(②） 予算要望（⑤）
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No.
事業整
理No.

課名 評価事業名 事業概要
R02決算
（千円）

総合評価
（④）

今後の事業の
方向性

所管課の認識区が実施する優先度（③）成果指標の達成状況（①） 実施方法(②） 予算要望（⑤）

9 0501-06 生活産業課
中小企業支援事
業

・東京都中小企業振興公社と連携し、中小企業者
の経営課題を解決するため、適切な助言を行える
専門家を派遣する費用の一部を補助する。
・事業者の販路拡大を支援するため、宣伝・広報に
係る費用の一部を補助する。
・新型コロナウイルス感染症の対策に伴う費用の一
部補助や、各種支援策の申請支援を行政書士会
豊島支部と連携して行う。

60,746 A：達成

コロナ禍により既存の
専門家派遣、見本市
出展支援事業は減少
しているが、2年度補
正新規事業であるコロ
ナ対策補助や申請支
援は中小企業の事業
継続に大きな成果を
あげている。

S：先進的
（前年度
から改善
あり）

全国的にも数件しか
実施していないコロナ
禍における給付金等
の申請支援につい
て、行政書士会と協
定を締結し実施した。

S：最優先

新型コロナウイルス感
染症の影響により疲
弊している区内中小
企業を支援し、区内
経済活動を維持して
いく必要がある。

ランク１ 増額

感染症の影響の長期
化に応じて、申請支
援の継続や新たな感
染症対策への支援が
必要である。

Ｓ：拡充

　新型コロナウイルス感染症の長期化により、多くの中小事業者は存続の危機
に瀕している。国や東京都の支援策とともに区としても新たな生活様式による
企業活動を維持していくための支援を行っていくとともに、収束後を見据えた
新たなビジネスモデルの構築への支援を行っていく必要がある。

10 0501-18 生活産業課
商店街イベント支
援事業

豊島区商店街振興事業費補助金交付要綱に基づ
き、商店街等が実施したイベント事業に対し、当該
事業に要した経費の一部を補助する。

18,508 C：未達成

来場者数が目標を上
回っているが、新型コ
ロナウイルス感染症の
影響により各商店街
のイベントが中止とな
り、前年をかなり下
回っている。

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

地域の実情に応じて
各商店街が企画した
イベント開催へ補助金
を支給している。

A：高

地域コミュニティの一
翼を担う商店街を支
援し、地域の活性化
を図っていく必要があ
る。

ランク４ 現状維持

新型コロナウイルス感
染症の影響により落ち
込んだ商店街活動の
維持・継続を支援して
いく必要があるため。

Ｂ：改善・見直し

　長期化する新型コロナウイルス感染症の影響によるイベントの中止など区内
商店街の活動意欲が落ち込んでいる。この状況を打破するために区内全体を
見据えた経済対策とともに、地域コミュニティの形成、活性化を図っていくため
にも各商店街活動への支援の必要性は増している。

11 0501-24 生活産業課
消費者被害防止
啓発事業

○消費者被害の実態や悪質商法の手口の紹介、
その対処法などを提供する講座を開催する。
○防災無線を活用した街頭放送等による消費者被
害への注意喚起を行うとともに、あらゆる機会を通
し消費生活センターの周知を行う。

441 C：未達成

新型コロナウイルス感
染症の影響により出
前寄席の開催回数や
講座及び寄席の参加
者数が減少している。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

従来の出張講座、出
前寄席に加え、新た
に高齢者総合相談セ
ンターや社会福祉協
議会との情報交換の
場を設け、事例共有
により被害防止の見
守りを強化した。

A：高

多様化する消費者被
害について、公正公
平な立場で啓発、相
談事業を行っていく必
要がある。

ランク４ 現状維持
区民ひろば等を活用
した講座等を行う最低
限の経費である。

Ｂ：改善・見直し

　新型コロナウイルス感染症の影響により講座等の開催件数、参加者数は減少
しているが、今後は、関係機関・団体との連携を強化し、区民ひろば等を中心
とした高齢者向けの啓発及び成人年齢の引き下げによる消費者トラブルの未
然防止のため若年層への啓発の充実を図っていく必要がある。

12 0502-02
文化デザイ
ン課

としまチケットセン
ター運営

東京芸術文化劇場のオープンを契機とし、従来の
としまチケット・センターの規模とサービスを拡大し
たものを豊島「区民センター内に開設した。

50,740 C：未達成
新型コロナウイルス感
染症の影響により未
達成であった。

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

新型コロナウイルス感
染症の収束することで
改善される。

C：低

近年はインターネット
上での電子申請や電
子決済が主流となりつ
つあり、積極的な拡大
予定はない。

ランク４ 現状維持

予算のほとんどが委
託先の人件費であり、
現状では減員すること
は難しい。

Ｂ：改善・見直し 予算等現状維持で事業を実施する。

13 0502-04
文化デザイ
ン課

池袋西口公園野
外劇場関係

野外劇場の仕様に関する申請や劇場運営を行う。
また大型ビジョンの運営についても行う。事業はと
しま未来文化財団に委託している。

121,569 C：未達成
新型コロナウイルス感
染症の影響による。

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

実施実績が少ないた
め。

B：中

「誰もが主役になれる
劇場都市」豊島区に
おいて、劇場での観
劇鑑賞後の余韻ととも
に 豊島区でのナイトラ
イフを満喫していただ
くための中心事業で
ある

ランク４ 現状維持
コロナ収束後、劇場の
利用も増加すると思わ
れる。

Ｂ：改善・見直し
新規で施設開設後、すぐに新型コロナウイルス感染症の影響で順調な運営が
できていない。本格利用が実現してから標準的な運用を定めていきたい。

14 0502-05
文化デザイ
ン課

文化芸術創造支
援事業

アート系ＮＰＯ法人に区立施設を無償貸与し、同法
人等の管理のもと、「にしすがも創造舎」として運営
し、舞台芸術等の創造環境を整備するとともに、稽
古場運営やワークショップ開催等の文化創造活動
を支援する。
（平成28年移転に伴い、稽古場運営を終了。対外
的な名称として「にしすがも創造舎」は使用終了。）
平成31年（令和元年）9月1日～令和3年3月31日ま
で旧真和中学校の親課として施設の維持管理業
務を担当。

17,592
B：相当程
度達成

事業目標の達成状況
において目標数値
（130）に対し、実績
（98）により達成率は
75％であるため。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

来場が困難でも文化
に触れる機会の提供
を行うため、オンライン
プログラムを配信を開
始。コロナ収束後も継
続予定。

B：中

文化芸術創造発信拠
点としての機能を継続
させており、事業を通
して文化を創造・発信
することに貢献してい
る。

ランク４ 現状維持

来年度から東京芸術
祭の事務局を担うた
め、少なくとも現状維
持以上の予算は必須
である。

Ｂ：改善・見直し

本事業はNPO法人のノウハウを活かした官民協働による事業運営により行政の
みでは成し得ない事業展開を可能にしている。参加型ワークショップやオンライ
ンでのプログラム配信により、様々な芸術文化に触れる機会を区民および来訪
者に提供し、SGDｓ目標４「質の高い教育をみんなに」、目標17「パートナーシッ
プで目標を達成しよう」に貢献している。来年度からは東京芸術祭の事務局と
しての機能も担うため、豊島区の文化芸術の創造、発信拠点としての役割はさ
らに大きくなると認識している。

15 0502-07
文化デザイ
ン課

池袋モンパルナス
回遊美術館事業

「街のどこもが美術館」をコンセプトに、かつて「池
袋モンパルナス」と呼ばれた池袋西口から長崎、千
早地域、更に池袋東口にも会場を広げ、子どもか
ら大人まで街中でアートに親しむことができる展
示、ワークショップなどの企画を実施。開催時期は
例年5月中旬から2週間程度、発起人4団体（NPO
法人ゼファー池袋まちづくり、立教大学、東武百貨
店、豊島区）が交通事業者、東京芸術劇場、地域
団体、ギャラリー、事業所等と連携して実行委員会
を組織し、月1回程度の委員会を開催した上で実
施している。

7,000 C：未達成

コロナ禍のような異常
事態でなければ、催
事数も順調に推移し
たと予測できるが、指
標上は未達成。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

コロナ禍をきっかけと
して、何らかの事情で
会場に来れない人が
参加できるように、イ
ベントの一部をオンラ
イン開催とするなど工
夫を行った。

A：高

アート・カルチャーに
よるまちづくりの推進
を担う中心的な事業と
して、毎年の継続的な
開催が求められる。

ランク４ 現状維持

緊急事態宣言発令の
影響により、中止とな
る催事もあるが、アフ
ターコロナを見据え
て、現状維持とした
い。

Ｂ：改善・見直し

　池袋西口を中心とする主要な団体、企業、ギャラリー、商店街、交通事業者
等が参加、協働しながら取り組む意義は大きく、アート・カルチャーによるまち
づくりの推進に貢献している事業である。
　平成17年から実施され、令和2年度はコロナ禍の中、期間を柔軟に設定し直
し、デジタル配信を加えながら第15回目を開催することができた。今後は美術
館見学に消極的な層へ向けての発信方法の工夫を行い、より広い層の集客を
はかりたい。

16 0502-15
文化デザイ
ン課

郷土資料館管理
運営

　豊島区に関する貴重な郷土資料を適切に収集・
整理・保存するとともに、それらを調査・研究の上で
展示、講座等を開催する。また各種刊行物の発行
を行い、周知にも努める。

22,972
B：相当程
度達成

講座受講者数は、コロ
ナウイルス感染防止
により、抑えられてい
るが、入館者数やアン
ケート調査結果は順
調である。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

収蔵資料のなかでも
一般に人気のある
テーマ（「都電」・「浮
世絵」）を題材に収蔵
資料展を開催すること
ができた。

A：高

未公開の収蔵資料も
多くあるため、企画
展・収蔵資料展の開
催による公開・活用は
必要である。

ランク３ 現状維持

現状の年間1回の企
画展や収蔵資料展の
展示費用等は必要で
ある。

A'：改善・継続

　（仮称）芸術文化資料館が白紙となったため、現存する郷土資料館の役割は
大きく、これまで新館計画のため多くの寄贈を受けてきた郷土、美術、文学・マ
ンガの資料展示をしていかなければならない。このような3分野連携の展示は
他にあまり類をみない取組みのため、先進的あり、困難なことも多い。
　企画展や収蔵資料展開催には、貴重な美術品や書画の運搬に専門業者の
活用が必要であり、郷土資料の収蔵庫を遠隔地に設置するため、館内保管に
比して付随経費が増加し、現状規模の経費は不可欠である。
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17 0502-20
文化デザイ
ン課

豊島区収蔵作品
等3分野企画展事
業(旧（仮称）芸術
文化資料館開設
準備事業）

・3分野の企画展の開催。
・講演会、講座、ギャラリートーク等の関連事業の
実施。
・ポスター、チラシ、図録等の発行、オリジナルグッ
ズの製作。

5,645
B：相当程
度達成

企画展関連事業開催
数および来場者数が
増加した。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

今回初めて東京芸術
劇場との共催により、
展示規模の拡大と効
果的なPR、情報発信
ができた。

A：高

作家、遺族、寄贈者、
関係者から企画展の
要望が出ており、所蔵
作品資料の公開・活
用を図るためにも企画
展開催は必要であ
る。

ランク３ 現状維持

収蔵作品資料の積極
的な公開・活用を進め
るため、企画展および
関連事業を開催す
る。

A'：改善・継続

郷土資料、美術、文学・マンガの3分野の所蔵作品資料は、区民の貴重な文化
資源である。区の歴史や文化への理解を深め、区の魅力を内外に広く発信す
るため、企画展や収蔵作品資料展、関連イベントを継続的に開催して区の文
化資源を積極的に公開活用するとともに、後世に継承していく必要がある。

18 0502-22
文化デザイ
ン課

庁舎まるごとミュー
ジアム運営事業

本庁舎をまるごと「ミュージアム美術館・博物館」に
見立て、3階から9階の通路部分の壁面を使用した
展示。
また、センタースクエアを活用し、連携した展示等
を行い、区の文化資産の紹介や区の重点施策等
の情報をわかりやすくタイムリーに掲示して、区民・
来庁者に発信する。

2,373 A：達成

コロナ感染拡大による
対応のため、当初予
定していた企画が実
施でいないものもあっ
たが、全体的には目
標が伸びる結果となっ
た。

A：先進的
（前年度
から改善
なし）

不特定多数の来庁者
が観覧できる庁舎の
ミュージアム化は豊島
区独自の取り組みで
ある。

A：高

区の文化や事業を直
接区民に発信し、国
際アート・カルチャ―
都市の気運やシビック
プライドの醸成に重要
な事業である。

ランク２ 増額

発信力強化に向け
た、絵画等の美術作
品や伝統工芸品等を
より適した環境で展示
するための環境整備
のため。

Ａ：現状維持
「区庁舎全体をミュージアム空間に仕立て、文化芸術および文化行政に関する
情報を発信する」という目的を持つ特異な展示空間として、これまでも多くの他
自治体の視察対象とされることからも、本事業の重要性は認識している。

19 0503-02 文化観光課
東アジア文化都市
推進事業

「東アジア文化都市2019豊島」を開催し「舞台芸
術」「マンガ・アニメ」「祭事・芸能」分野での様々な
文化プログラムを展開するとともに中国西安市・韓
国仁川広域市との交流事業を推進する。

6,316
B：相当程
度達成

コロナ禍で人流が抑
制されるなか、ネットを
通じて日中間交流事
業を実施した。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

ニューノーマルへの
対応として、オンライン
上での交流に切り替
えたため。

B：中

東アジア文化都市
2019豊島のなかで得
られた成果をより発展
され、中・韓国との相
互理解の促進とともに
国際発信力の強化を
目指すため

ランク４ 現状維持

日中韓3か国もしくは
日本対中国or韓国と
で実施予定としている
事業の規模感から現
状維持が望ましいと考
えている。

Ｂ：改善・見直し

日中韓3か国による文化を基軸とした東アジア文化都市関連事業は、区が進め
てきた文化によるまちづくりを象徴付ける事業であるとともに国際交流としての
一面もあわせ持っている。「国際アート・カルチャー都市としま」として豊島区の
ブランド価値を高めていくなかで今後も中核となる事業である。

20 0503-08 文化観光課
豊島区観光振興
プラン推進事業

当プランは、「観光創造都市としま」の実現を目標
に掲げ、観光振興を進めていくための基本方針や
施策を明確にしている。5年間を計画期間とし、見
直し・改定を行っている。平成31年3月に改定を実
施し、その後はプラン推進のため推進委員会を立
ち上げ、計画の進捗管理や実施事業の考察を
行っている。

0 C：未達成

コロナ禍を受け、委員
会は休会となり、一度
も開催しなかったた
め。

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

実施方法の変更はな
い。

B：中

国際アート・カル
チャー都市構想を実
現する中で、観光施
策が先導する役割は
大きいため。

ランク４ 現状維持

プラン改定に係る事
前調査については、
費用をかけない方法
で必要な情報や数値
を得られるように、豊
島区観光協会との連
携を考えている。コロ
ナの状況を見ながら、
推進委員会を開催す
る運営経費のみ計上
する。

Ｂ：改善・見直し

豊島区の地域資源を磨き上げ、国内外から多くの来街者に訪れていただける
よう、当プランで基本方針を定め、それにもとづいた観光施策を戦略的に展開
していく必要がある。観光振興推進委員会を設け、学識者や民間企業から委
員として参加いただき、学術的な観点や区に求めらる生の声を受けながら、魅
力的なまちづくりを推進していく。

21 0503-09 文化観光課
ナイトライフ観光
推進事業

「アフター・ザ・シアター」「ナイトライフ観光」推進の
一環として、GLOBAL RINGを拠点に、原則毎週水
曜日夜間に、Tokyo Music Evening Yubeと題した
本格的なクラシックコンサートを開催し、日常的に
心地よい音楽が流れる感動空間を創造し、街のイ
メージ向上を図る。

76,652 A：達成

コロナ禍において中
止となった公演もある
が、感染防止対策を
実施した上での席数
については、ほぼ満
たす状況が続いてい
る。

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

GLOBAL RINGを「ク
ラシックの殿堂」とす
べく、区民及び来街
者に本格的なクラシッ
ク音楽を楽しんでいた
だけるような公演を実
施していく。

S：最優先

心地よいクラシック音
楽が流れる街を創造
するために、区主催
事業として先導してい
く街づくりへの効果は
高い。

ランク２ 増額

GLOBAL RINGだけ
でなく、今後設置予定
の池袋駅ストリートピ
アノを拠点とした区内
全域での展開を実施
していく必要があるた
め。

Ａ：現状維持

本事業は、ＳＤＧｓ未来都市及び国際アート・カルチャー都市を具現化する区
政を先導する事業の１つであり、日常的にクラシック音楽が流れる空間を創造
することにより、GLOBAL RINGを「クラシックの殿堂」とし、池袋駅西口の街のイ
メージ向上を図ることを目的としている。また、この事業を区内全域で展開して
いくことにより、豊島区全体の街のイメージ向上を図っていく。

22 0503-10 文化観光課
文化観光施設回
遊促進事業

豊島区内の魅力的な文化観光スポットをIKEBUSで
回遊する事業。年末年始を除く土曜日、日曜日を
原則として、午前は東コース、午後は西コースを巡
る。既定の東西各コースだけでなく、季節によっ
て、お花見、初詣等のスポットを巡るスペシャルツ
アーも企画する。

2,239
B：相当程
度達成

コロナ禍により運行で
きない日程もあったが
概ね目標通りに実施
した

A：先進的
（前年度
から改善
なし）

区の文化観光施設に
直接アクセスするツ
アーは唯一無二のた
め

A：高

池袋の街のシンボル
であるIKEBUSを活用
することに意義がある
ため

ランク３ 現状維持
より多くの参加者を募
るためにも同規模で
運行する必要がある

A'：改善・継続

区内の魅力的なコンテンツをIKEBUSで回遊し、添乗員の解説により、施設の
案内だけでなく、豊島区の歴史的、地理的背景についても紹介している。区内
における回遊性向上に貢献する事業であり、参加者からも好評を博しており、
さらに周知に努め、参加者の拡大を図っていく。

23 0503-11 文化観光課
北口路上美術館
事業

池袋北口線路沿いの約140mのブロック塀が地域
の美観を損ねていたため、地域住民等で構成する
実行委員会を発足し、平成23年11月23日に「池袋
北口路上美術館」を開設。毎年実行委員会で写真
パネルの展示内容や美観維持等について検討し、
電灯設置・壁面塗装などの維持管理を行ってい
る。

213
B：相当程
度達成

ほぼ計画通りパネル
及び照明器具の維持
管理に係る業務を遂
行した為

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

標準的な方法で、パ
ネル及び照明器具の
維持管理に係る業務
を遂行した為

C：低

現状最低限の必要経
費は「照明保守点検」
「電気代」「動産保険
料」の3種類であり、こ
れら経費を要する業
務を地権者（東武鉄
道株式会社）へ委託
するなどして民間活用
を行えば、区が優先し
て実施をする必要も
無くなる為

ランク４ 現状維持

同規模のパネル及び
照明器具の維持管理
に係る業務を遂行す
る為

Ｂ：改善・見直し
今後は民間企業によるサービス活用の場へ転換等を検討することにより、区民
及び民間企業視点からの新たなサービス発展の土壌となる可能性が期待され
る。

24 0503-12 文化観光課
観光イベント支援
事業

区の地域活性化に寄与する魅力ある観光イベント
実施団体に対しイベント経費の一部補助等を行
なっている。

5,680 C：未達成

新型コロナウィルスの
影響によりイベント自
体の開催を見合わせ
たため

A：先進的
（前年度
から改善
なし）

他自治体において
は、よさこいなどの踊り
等のイベントは中止と
なったが、豊島区にお
いては代替イベントと
してオンラインの動画
コンテストを行った。

A：高

区のイメージ向上及
び来街者の増加に
とっては、イベント支
援は重要な役割を
担っていると考えられ
るため。

ランク３ 現状維持

Withコロナ社会とな
り、新たなイベント形
式での開催が見込ま
れるため、例年と同程
度の予算要望が必要
である。

A'：改善・継続

新型コロナ感染症により、多くのイベントが開催中止となり、成果目標を達成す
ることができなかった。令和３年度以降は、Withコロナに向け感染症対策を徹
底したイベント開催方法の見直しとともに参加者に満足していただけるイベント
の支援を行えるよう検討する。成果目標についても、来場者数ではなくオンライ
ン開催の場合は閲覧数や配信数など新しい目標設定についても検討を行う必
要がある。
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25 0503-14 文化観光課

としま区民セン
ター内インフォ
メーションセンター
運営事業

としま区民センター１階にあるインフォメーションの
運営（受託事業者：公益財団法人としま未来文化
財団）

59,800
D：大きく
未達成

コロナ禍により、来街
者の減少、施設の休
館等といった要因が
あり、目標が達成され
ていない。

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

区側の事務手続きは
最小限の内容となっ
ている。

A：高

国際アート・カル
チャー都市のシンボ
ルであるHareza池袋
における案内業務の
最前線を担う現場で
あり、外国人観光客も
含めた様々な来街者
をおもてなしする必要
がある。

ランク４ 現状維持
アフターコロナを踏ま
えた予算措置は必
要。

Ｂ：改善・見直し

　国内外からの旅行者及び区民に対し、対面による多言語観光案内及び東京
観光案内デジタル端末及びデジタルサイネージにより、豊島区及び都内の魅
力を効果的にPRするとともに、効率的に案内を行っている。コロナ禍により資源
が十分に活かされていない側面もあるが、アフターコロナを踏まえた運営を
行っていく。

26 0503-17 文化観光課 観光振興事業
豊島区観光協会と連携を図り、多言語対応や新た
な情報発信を構築する等、来街者満足度の向上を
図る。

28,687 C：未達成
コロナ禍により会員数
が伸び悩んでいる。

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

観光協会会員の維持
の為、常任理事及び
理事による定期的な
情報交換会（令和2年
度は全て文書開催）を
継続している。

B：中

官が担うべき観光振
興、民にしかできない
観光振興があり、双方
の連携が重要となる。

ランク４ 現状維持

休止中のイベント再開
に向け、令和元年度
以前と同程度の予算
要望が必要であるが、
アフターコロナを見据
え、観光協会の自主
財源による収入を強
化し、安定した財源確
保が必要である。

Ｂ：改善・見直し

　一定の効果が想定される事業でも、公平性の観点から区では実施できない
観光施策に、観光協会であれば、民間の視点から大胆に事業展開を行ってい
くことも可能であり、そこに観光協会の存在意義がある。アフターコロナを見据
え、会費単価の増、会員数の増加により自主財源の強化に努め、観光協会の
自主財源による収入を強化し、安定した財源確保が必要である。

27 0503-18 文化観光課
都市交流推進事
業

他都市との交流を推進し、文化交流、相互理解と
友好を深めることで、都市間の人々の滞留を創出
し、地域の活性化を促進する。

425 C：未達成

新型コロナウィルスの
影響によりイベント自
体の開催を見合わせ
たため

S：先進的
（前年度
から改善
あり）

ファーマーズマーケッ
トへの出店勧奨のほ
か、フェア開催を通し
た交流都市の観光PR
を通じた産業活性化
など地方の魅力をより
広範かつ直接的に享
受できるスタイルの都
市交流推進事業を実
行した。実施に際して
は、従来の事業で前
提としてきた人的交流
は感染拡大の状況や
天候といった外的な
要因が実施の可否に
与える影響が大きいこ
とから、それを前提と
しない新しいかたちを
模索した。

A：高

「地方との共生」に資
する取組みとして、
様々な自治体との交
流を進めることは非常
に重要であると考えら
れるため。

ランク２ 現状維持

現状での取り組みとし
て予算化しているの
は、秩父市との２地域
居住やお試しツアー
などとなっているため

Ａ：現状維持

ファーマーズマーケットへの出店調整など従前にはなかった取組みを実施し
た。また、そこから派生するものとして都市のPRや地方の特産品を使ったメ
ニュー展開といった取り組みもあり、新型コロナウイルス感染拡大の影響により
人流が大きく制限されているなかであっても大きな成果をあげられたものと考え
られる。

28 0503-20 文化観光課
観光情報発信事
業

地域の文化・観光資源を活用し、豊島区の魅力を
内外に発信するマップを作成する。

1,739 C：未達成
コロナの影響でパンフ
レットの発行を見合わ
せたため

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

観光需要にあわせた
発行を実施している

A：高

人流抑制後は観光需
要が高まる傾向にあ
り、アフターコロナを見
据え、まちのにぎわい
創出は重要である

ランク４ 現状維持

アフターコロナ需要に
合わせて、例年と同等
レベルの事業を想定
している

Ｂ：改善・見直し

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う人流抑制の措置により文化・観光
関連の事業は中止に追い込まれた。とはいえ、需要については高い水準で維
持しており、アフターコロナを見据えてまちの賑わいを創出するための施策を
実施することは重要であると考える。

29 0504-04
学習・ス
ポーツ課

生涯スポーツ推進
事業経費

平成28年度まではジュニア育成とシニアスポーツ
振興をテーマに実施していたが、現役世代にもア
プローチするため、平成29年度より生涯スポーツ実
行委員会に組織替えし、スポーツプログラムの提供
や地域のスポーツ指導者向けの講習会などを実施
している。

991
B：相当程
度達成

新型コロナウイルス感
染症により、実施回数
や参加者は減少した
が、収束後は回復す
ると考えられる。

A：先進的
（前年度
から改善
なし）

体育協会に加盟する
各スポーツ団体に加
え、スポーツ推進委員
や総合型地域スポー
ツクラブのノウハウを
生かしながら、コロナ
禍においてもスポーツ
ができる環境に取り組
んだ。

A：高

体育協会と連携した
生涯スポーツ推進の
取組を支援し、地域
の活力につながてい
くためには不可欠で
ある

ランク３ 現状維持

新型コロナウイルスに
より、スポーツの実施
機会が減少しており、
感染収束後に以前と
同じ水準まで回復さ
せていく必要がある

A'：改善・継続
豊島区体育協会と連携した生涯スポーツの推進は、スポーツ人口の裾野を広
げ、人とのつながりや地域の活力を創出していくためには不可欠であり、引き
続き、事業を実施していく。

30 0504-05
学習・ス
ポーツ課

スポーツ施設の管
理・運営

区民のスポーツ推進や健康増進をめざして、民間
のノウハウを活用したスポーツ施設の維持管理・運
営により快適なスポーツ環境やプログラムを区民に
提供する。

602,808
B：相当程
度達成

新型コロナウイルス感
染症により、利用数は
減少しているが、これ
までと同じく感染収束
後は利用者数の増加
が見込まれる。

S：先進的
（前年度
から改善
あり）

民間のノウハウを活用
した施設運営に加え
て、民間事業者に設
計、建設、資金調達、
維持管理運営を包括
的に発注するDBFO
方式により、旧第十中
学校跡地での屋外ス
ポーツ施設の整備に
取り組んでいる。

A：高

区立体育施設は、ス
ポーツ団体の大会や
日常の練習場所と
なっており、スポーツ
人口の裾野を広げて
いくために区が実施
する必要がある。

ランク１ 増額

安全で快適に利用で
きるスポーツ施設に向
けて、日常の適切な
維持管理・修繕の実
施とともに、旧第十中
学校跡地野外スポー
ツ施設の新規整備や
老朽化している総合
体育場管理棟の建替
えを進める必要があ
る。

Ｓ：拡充
指定管理者のノウハウを生かした事業の展開や新たな屋外スポーツ施設の整
備とともに、引き続き、新型コロナウイルスの感染防止対策を実施し、施設利用
者数の早期回復につなげていく。

31 0504-13
学習・ス
ポーツ課

若者支援事業経
費

旧大明小学校の元図書室に、ブックカフェを開設
し、区とNPO法人が協働で事業を実施している。
コーディネーターが常駐し、読書や会話をできる場
としても機能している。さらに、コーディネーターに
よる講座やブックカフェに集う人が企画する講座も
発信している。新型コロナウイルス感染症により開
館日数は減少したが、オンラインにて事業を展開
し、若者が学びを通じて地域との接点が途切れな
いように試みている。

1,800 C：未達成

数値は減少傾向であ
るが、学びを通じて若
者と地域をつなぐ居
場所づくりに取り組ん
でいる。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

オンラインでの事業を
始めたことにより、新た
な企画や新たな層の
参加がみられる。

B：中

プログラムの実施方
法・内容等は検討の
余地があるが、区の役
割として若者支援事
業の強化が必要であ
る。

ランク４ 現状維持

今後も継続してみらい
館大明と連携した若
者学びあい事業を実
施するために、現状
維持は不可欠であ
る。

Ｂ：改善・見直し
みらい館大明との協働による若者支援事業は、若年層の居場所づくりとして必
要である。今後、みらい館大明だけではなく、若者施策として同様の事業に取
り組むＮＰＯなどとの連携していく必要がある。
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32 0505-04 図書館課
図書ネットワーク
便による団体貸出
事業経費

区立図書館、区立小中学校・幼稚園、区民ひろ
ば、子どもスキップ及び区内六大学等との間で図
書を運搬する交換便を運行し、団体貸出、読み聞
かせ事業などに活用する。

2,898 C：未達成

コロナ感染症の影響
により、貸出を見合わ
せた時期があり、目標
を下回った。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

紙媒体の感染につい
て当初は明確な対応
基準がなく、貸出を見
合わせたが、その後、
海外の対策を参考に
するなど、図書館のガ
イドラインが発出され
たことで貸し出しを再
開することができた。
また、小さな子供が安
心して図書館の本に
触れることはコロナだ
けでなく衛生面からも
重要であると考え、提
供する本の消毒に継
続的に取り組むなど、
安全安心な資料提供
に取り組んでいる。

S：最優先

特に子ども関連施設
は所有する本の数が
限られており、図書館
の団体貸出は施設で
子どもが様々な本に
触れる重要な機会と
なっている。また、修
学旅行などの調べ学
習の際に図書館の資
料を貸し出すなど、経
費の効率化の観点か
らも重要な役割を果た
している。各施設にお
いても職員が限られて
いる中で交換便（本の
配送）で司書が選ん
だ良質な本を確実に
子どもに提供できる本
事業は、SDGSの目標
４の観点からも必須の
取り組みである。

ランク３ 現状維持

配送委託料はほとん
どが人件費であるた
め、人件費の上昇とと
もに予算の増額が必
要となるが、現在は入
札により委託料を抑え
ており、現状維持で対
応する予定である。

A'：改善・継続

コロナ禍の図書館の資料の安全な取り扱いについては、ガイドラインにより一定
の方向性が示された。その後、子どもに安全に良質な本を提供するため、図書
ネットワーク便はフル稼働している。子ども関連施設からのニーズも高く、図書
ネット便の重要性はますます高まっており、事業の継続は必須である。

33 0505-05 図書館課
子どもの読書活動
支援事業経費

子ども施設（保育園・子どもスキップ・区民ひろば・
民間施設等）へ読み聞かせボランティアを派遣する
ボランティア人材バンクを運営する。また、ボラン
ティアの育成を図るための養成講座やフォローアッ
プ研修を実施する。

33 C：未達成

令和元年度までは目
標達成に向け順調に
取り組みが進んでい
たが、コロナウイルス
感染拡大に伴う図書
館休館や、感染への
不安等からの貸出数
の減少や事業休止に
つながり、目標達成に
は至らなかった。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

令和2年度は感染拡
大防止の観点から、
対面となる読み聞か
せボランティアの活動
を休止せざるを得な
かった。
今年度は事業実施
（予定）施設や読み聞
かせボランティアの意
向を汲み取り、感染対
策の強化を図ることで
早期の事業再開を目
指している。

S：最優先

読書や対面での読み
聞かせは、子どもの成
長、また、SDGSの目
標４に沿った機会提
供の観点からも欠か
せない取り組みであ
る。感染者の減少等
境が整い次第事業再
開ができるよう、職員
が対策の検討・検証
を行い、実施体制を
整えている。

ランク３ 現状維持

感染防止対策の徹底
とボランティア養成講
座やフォローアップを
並行して行い、事業
に関わるボランティ
ア、参加者がともに安
心できる環境を整備
することで事業実施が
可能となるため、現段
階で増額までは想定
していない。

A'：改善・継続

令和2年度は区立図書館全館で休館や開館時間の短縮とともに、対面でのお
話し会、事業などを中止した。特にお話し会については、市中の感染状況とと
もに実施予定施設やボランティアの構成や意向、また、対象者も乳幼児や年少
者であること等から、再開は慎重にすべきと判断したものである。令和２年秋に
は試行として職員がお話し会の実施を試みたものの、その後再度の緊急事態
宣言が発出されるなど、事業継続が困難な状況にあった。多少の差はあるもの
の、多くの自治体では同様の状況となっている。今年度は職員の試行実施を
進め、ボランティアの活動再開を目指し体制整備に取り組む。

34 0505-06 図書館課
点字図書館運営
経費

「身体障害者福祉法」に基づいて厚生労働省が認
可する視覚障害情報提供施設として、点字図書、
録音図書、拡大写本図書等の蔵書製作、貸出、対
面朗読、点字指導を実施する。また、図書資料を
製作するボランティアを養成、育成するために、点
訳講習会、音訳講習会、拡大写本製作講習会を
開催する。

10,402
B：相当程
度達成

概ね目標を上回って
いるが、コロナウイル
ス感染症の影響によ
り、わずかではあるが
点字図書貸出数（紙
媒体）が下回ってい
る。

S：先進的
（前年度
から改善
あり）

公共図書館に併設し
ている点字図書館は
全国でも数自治体し
かない。また、点字図
書館の資料製作はボ
ランティアが担ってい
る。コロナにより来館
が難しい状況の中、
図書の製作が自宅で
も可能となるよう、機器
や物品の貸し出しを
開始した。その結果、
コロナ禍でも図書の製
作が一部可能となっ
ている。

S：最優先

視覚障害者の趣味・
娯楽だけでなく、教養
としての読書のほか、
途中失明者の生活に
欠かせない点字の読
み書きの指導を行う施
設として重要な役割を
果たしている。コロナ
禍にも休まず開館す
るなど、利用者のニー
ズを踏まえ対応してお
り、その方針は今後も
継続していく。

ランク１ 現状維持

事務の効率化等によ
り、現在の予算を維持
することで対応できる
と考えている。

Ａ：現状維持

豊島区の点字図書館は開館から50年が過ぎ、視覚障害者にとってもなじみの
ある施設となっている。また、視覚障害者への図書の提供だけでなく、点字指
導など、生活の支えとなる取り組みという点からも大きな役割を果たしている。
今後も視覚障害者のニーズに応え、安心して資料を利用できるサービスと環境
を提供していく。

35 0601-04 環境政策課
庁内地球温暖化
対策事業

○区が事業所として排出する温室効果ガスを率先
して削減していくために、環境マネジメントシステム
「エコアクション21」を積極的に推進する。
○施設のエネルギー使用の管理マニュアル（管理
標準）を作成し、省エネルギー対策に取り組む。

1,191 A：達成
電気由来のCO 排出
量が大きく減少したた
め。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

ｴｺｱｸｼｮﾝ21において
は、令和2年度より環
境管理推進員が内部
監査するなど、毎年、
工夫をこらし、区を上
げた取り組みを行って
いる。

A：高

令和３年２月、豊島区
は2050年に「ゼロカー
ボンシﾃィ」を目指すと
宣言しており、優先度
は高い。

ランク３ 現状維持

成果指標のＣＯ 排出
量も順調に削減され
ており、引き続き、取
組みを進めていくた
め。

A'：改善・継続

環境政策を担う区が自らも一事業者として実施する事業である。区が率先して
取り組むことにより、区内事業者や家庭への取り組みが促進される効果があり、
各自治体が策定している環境基本計画等にも、自治体の主体的な役割を施策
に組み込んでいる。SDGｓ未来都市として、施策の重要性が増していくと考えら
れる。

36 0601-06 環境政策課
エコ事業者普及
促進事業

エコ事業者普及促進費用助成：省エネ診断の受診
結果に基づく省エネ機器導入費用の一部を助成
する。
エコアクション21認証取得費助成：環境経営システ
ムエコアクション21の認証の取得に要した費用の一
部を助成する。

5,520
B：相当程
度達成

助成件数は計画値を
上回ったが、申請機
器の偏りによりCO2削
減量は計画値を若干
下回った。

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

他自治体と同様の手
法であり、助成額も同
水準である。

B：中

国内外で脱炭素化の
動きが加速している
中、ＳＤＧs未来都市と
して、区内CO 排出量
の４６％を占めている
事業所が主体的に取
り組むインセンティブ
を働かせる施策を積
極的に展開する必要
がある。

ランク４
終了／廃
止

区民・事業者の両面
から一体的に施策を
進めるため、予算事
業をエコ住宅普及促
進事業と統合した。

D：終了

区内温室効果ガス排出量の4割弱は事業所によるものであり、全体量の削減を
進めていくためには、一定のインセンティブが必要である。予算等の制約上、
必ずしも、全事業者が利用できるサービスではないが、本事業の果たす役割は
非常に大きいと考える。
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37 0601-09 環境政策課
自治体間連携に
よるカーボン・オフ
セット事業

　協定を締結し、連携自治体の森林を「としまの森」
として整備することによりCO2吸収量を創出し、
カーボン・オフセットを推進する。また、「としまの
森」を活用した環境交流事業を実施し、現地での
自然体験を通じて区民の環境配慮意識の向上を
図るとともに、連携先自治体との交流を促進する。

7,003
B：相当程
度達成

当初の予定より整備
面積が小さかったた
め、創出されたCO 吸
収量も目標に届かな
かったが、順調に増
加している。

A：先進的
（前年度
から改善
なし）

同様の事業を行って
いるのは23区中5区。
林野庁の「森林環境
譲与税の取組事例
集」にも掲載されてお
り、先進的事業と言え
る。

S：最優先

国内外で脱炭素化の
動きが加速している
中、ＳＤＧs未来都市と
して、また、ゼロカー
ボンシティとして、地
球温暖化対策に積極
的に取り組む立場に
ある。カーボンオフ
セットはCO 排出を削
減・吸収する有効な手
段である。地方との共
生による森林整備を
図りながら行う本事業
は、現地への環境ツ
アーによる区の施策
理解促進や環境啓発
教育を効果的に行
え、環境政策を広く包
含した事業である。

ランク１ 現状維持
協定自治体との吸収
源対策を今後も推進
していくため。

Ａ：現状維持

交流都市との事業連携により、温室効果ガス削減と環境教育・啓発の両立が図
れ、また、地球規模の温暖化対策にも寄与できる施策であり、様々な可能性あ
る事業である。コロナ渦の中で、交流事業の進捗は進んでいないが、DX等の
活用などを視野に入れながら啓発等ができるよう工夫したい。

38 0602-03 環境保全課 環境美化事業

１　路上にポイ捨てされたガムの除去及び落書きの
消去をシルバー人材センターに委託し、街の美観
を維持する。
２　地域・団体等との協働によりまちの美化の推進
を行う。

1,201 A：達成
概ね目標を上回る結
果が得られている。

A：先進的
（前年度
から改善
なし）

23区初の落書き防止
に特化した条例を制
定し、落書きの抑止に
つながっている。

B：中

継続的な街の美観維
持や区民の環境美化
への意識向上、地域
や企業、学校等との
連携等、自治体が担う
役割は大きい。

ランク３ 増額

地域や団体等との協
働による継続的な美
化活動の推進が必要
であるため、個々の事
業で行っている取組
を体系化するととも
に、新たに、ごみ拾い
SNSアプリの導入を検
討している。

A'：改善・継続

　ガム除去や落書き消去、地域での清掃活動等、これまで地道に取り組んだ結
果、「協働のまちづくりに関する区民意識調査」において、「道路や公園、街角
などにポイ捨てや落書きがなくきれいである」と回答する区民の割合が概ね増
加傾向にある。
　今後は、自主的に清掃活動に取り組んでいる企業、団体及び地域等の実態
を把握し、支援や連携のあり方を検討する必要がある。また、高齢者だけでなく
若い世代にも清掃活動の主体となってもらうための工夫や、コロナ禍でも可能
な個人や少人数での清掃活動への参加促進に向けた仕組みづくりも必要であ
る。

39 0603-09
ごみ減量推
進課

食品ロス削減推進
事業

食品ロス削減を推進するための対策講座や区民の
集いの開催、フードレスキュー、フードドライブの実
施、食べきり協力店の登録等を行う。
フードレスキュー：まだ、おいしく安全に食べられる
のに、店頭では売り切るのが難しい食事をお得に
「購入（レスキュー）」できるサービス。
フードドライブ：家庭で余った不要な食品をごみ減
量推進課で受け取り、豊島区民社会福祉協議会を
通じて、支援の必要な方に提供する事業。
食べきり協力店：食品ロス削減に取り組む飲食店
等を「豊島区食べきり協力店」として登録。

1,036
B：相当程
度達成

新型コロナウィルス感
染症拡大の影響によ
りごみ量は増加した
が、食品ロスに関する
区民の取組みは着実
に広がっている。

S：先進的
（前年度
から改善
あり）

食品ロス削減推進計
画策定(策定は23区
中5区)。民間企業と協
定締結や事業共同実
施など連携を推進し
た。

S：最優先

食品ロス削減は、環境
清掃部の主要課題と
して掲げられている重
要な事業のため。

ランク１ 増額

食品の寄付量増加に
より運搬が既存の体
制では行えないため
委託化が必要である。

Ｓ：拡充

食品ロス削減の取組は区民に着実に広がっている。また、民間企業においても
食品ロスの意識が高まっており、区との連携を希望する事業者が増えている。
今後は、ＳＮＳ、ＨＰ、イベントなど様々な手法により啓発活動を行っていくととも
に、事業者やＮＰＯなど多様な主体と連携し事業を展開していく必要がある。
また、一部事務において民間活用により事務の改善を図ることができるため、
導入の検討を行う。

40 0603-10
ごみ減量推
進課

計画推進事業

・今後の計画策定や事業展開等を行う上で、重要
な要素であるごみの組成について、調査分析を行
う。またリサイクル・清掃にかかる広報物の発行や、
区の施策等の周知を行う。
・前計画の進捗状況や社会経済状況の変化及び
関連計画の整合性などを踏まえ、第四次豊島区一
般廃棄物処理基本計画を策定した。
・今後発生が予測される大規模災害に備え、災害
により発生した廃棄物を迅速かつ円滑に処理し、
速やかな復旧・復興を進めるための対応及び手順
等の必要事項を予め整理した豊島区災害廃棄物
処理基本計画を策定した。

4,084
B：相当程
度達成

新型コロナウイルス感
染症拡大の影響によ
りごみ量は増加した
が、食品ロスに関する
取組みの広がり等、区
民のごみ減量意識は
高まっている。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

一般廃棄物処理基本
計画は法律により策
定義務があるため、す
べての区で策定、見
直し、改定を行ってい
る。災害廃棄物処理
基本計画は23区中15
区で策定済。今年度
は前者について改
定、後者について策
定を実施した。

A：高

本事業は区の清掃事
業すべてに関わるも
のであり、SDGsが掲
げる目標のうち、2、
11、12、13、14、17に
関係するため。

ランク３ 増額

災害廃棄物処理基本
計画を踏まえた具体
的な処理方法を定め
るための事前調査を
委託するため。

A'：改善・継続

 一般廃棄物処理基本計画については、計画の進捗状況や社会経済状況の
変化及び関連計画との整合性や他自治体の動向などを加味し、定期的に見
直していく必要がある。また、災害廃棄物処理基本計画は策定した計画を踏ま
え、より詳細な行動手順を定め区民に周知していく。

41 0701-01
総合高齢社
会対策推進
室

総合高齢社会対
策プロジェクト事
業

「100歳健康」「一人暮らしでも安心」「社会的孤立
ゼロ」を柱とした、総合的な高齢社会対策を推進す
る

4,488,074 A：達成

プレシニア向けの情
報発信やフレイル対
策を兼ねた朗読劇の
公演実施、アプリを活
用した健康増進事業
を新たに行なった。

S：先進的
（前年度
から改善
あり）

新たに、福祉と文化の
融合である朗読劇「家
族草子」の公演を実
施した。また、東京都
が実施した、先進的な
公民連携案件である
健康増進事業（ウェル
ネスソリューション事
業）に取り組んだ。

S：最優先

一人暮らしの高齢者
の割合が日本一であ
るなど、他自治体と比
べて高齢化への対応
がより困難であること
から優先度は高い。

ランク１ 現状維持

事業を実施をしていく
ためには、現状の予
算を維持していくこと
が必要である。

Ａ：現状維持

高齢社会に関する課題は多岐にわたるうえ、豊島区は75歳上の一人暮らし高
齢者の割合が日本一であること等から課題対応への優先度は高い。また、高
齢社会に関する課題には多くの課や関係機関が関わっているので、課題を明
確化したうえで役割分担していく必要がある。

42 0702-07 福祉総務課
地域密着型サー
ビス等の基盤整備
費助成経費

民間事業者が主体となる地域密着型サービス施設
の整備や介護予防拠点等の整備に係る費用の一
部を助成し、計画的な整備の促進を図る。
事業予定者について公募を行い、選定された事業
者に対し、費用の一部を助成する。

0
B：相当程
度達成

目標値に達していな
いが、8年ぶりに整備
が進捗した。

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

介護施設に適した土
地の確保が困難なこ
とや、土地代、建築価
格の高騰などの要因
から、なかなか整備が
進まない。

A：高

整備事業者への助成
において、国・都の間
接補助制度の活用
は、区のみに認められ
ている。

ランク４ 現状維持

施設整備は、事業者
の参入が基本にある
ため、整備が具体化
した時点で、補正予
算対応とする。

Ｂ：改善・見直し

・令和3年3月に策定した第8期介護保険事業計画では、高齢者の住まいの充
実を掲げ、心身・経済状況及び家族など、それぞれの異なる環境にある高齢
者が住み慣れた地域で安心して、本人状態が変化しても自分らしく暮らし続け
られることを目指している。
・このような中で、認知症になっても住み慣れた地域で、家庭的な環境の中で
日常生活における支援を受けながら暮らせる認知症グループホーム、デイ
サービスに訪問サービスや宿泊サービスを組み合わせた小規模多機能型居
宅介護や、これに医療的ケアを加えた看護小規模多機能型居宅介護などの整
備を計画目標どおり進めていく。
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43 0702-14 福祉総務課
高齢者等の入居
支援事業経費

民間賃貸住宅への転居を希望する高齢者世帯等
に対して、区は協定を結ぶ協力団体の協力のも
と、住宅情報の提供、同行サービスなどを行うととも
に、保証人のいない高齢者等に対して、身元保証
代替え制度を活用し保証料の一部を助成する。

68
B：相当程
度達成

同行サービスを停止
しなければ、25件の契
約が見込めていた。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

制度周知として、従来
の広報やホームペー
ジ以外に新規発行の
シニア×としまぐらし
へ掲載を行った。機
会があるごとに物件情
報の収集を実施して
いる。

A：高

住宅確保要配慮者が
安心して暮らし続けら
れるよう入居支援をす
ることは、魅力ある住
生活をつくるために必
要である。

ランク３ 現状維持

現在実施している事
業については、今後も
継続して行う必要があ
る。

A'：改善・継続
住宅確保要配慮者に対する入居支援は、ＳＤＧｓの理念でもある「誰一人取り
残さない」社会の実現に向けて、重要な事業であり、今後も実施方法を検討
し、継続して実施していく。

44 0702-17 福祉総務課
住宅修繕・リ
フォーム資金助成
事業経費経費

住宅修繕・リフォームについて、工事を行う前に事
前の相談を受け、適正と判断されたものについて
承認し、工事完了後の検査で確認がなされたもの
について助成金を交付する。
事前の相談、完了後の検査等は区が協定を結ん
でいる、豊島区住宅相談連絡会の住宅修繕・リ
フォーム相談員が行う。

2,322
S：目標超
過達成

高齢者世帯の需要が
急増している。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

この事業の相談窓口
である豊島区住宅相
談連絡会と需要の動
向を検討している。

A：高

住宅ストックのメンテ
ナンスは、安全・安心
に住み続けられる住ま
いづくりのために必要
である。

ランク１ 現状維持

現在実施している事
業については、今後も
継続して行う必要があ
る。

Ａ：現状維持
住宅を長く利用するために、戸建て住宅の維持管理は必要であり、今後も継続
し、実施していく。住まいへの投資により、将来、住宅ストックが有効に活用され
ることが期待できるため、空家を未然防止策としても有効である。

45 0703-02
高齢者福祉
課

認知症サポーター
養成講座

認知症サポーター養成講座は、区内の企業や学
校、地域のグループの希望により、区が講師役とな
るキャラバン・メイト（地域ボランティア）を派遣する
事業である。連絡会を開催することで、講師である
キャラバン・メイトの定着を図るとともに、講義の質
の向上を目指す。

348
B：相当程
度達成

近隣区が認知症サ
ポーター養成数が例
年の3分の１程度に留
まったのに比して、本
区は昨年度比50％強
の実施であった

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

コロナ禍を契機とし
て、かねてより検討し
ていたオンライン講座
を実施した。一部事業
者及び区民からは、
実施前まで反対意見
等もあったが、実施後
の満足度は高かっ
た。今後は、経費及び
時間効率化の面から
も、継続する方針であ
る。

A：高

今後認知症高齢者は
増加傾向であり、認知
症の理解を深めるた
めの普及啓発の推進
は重要である。また区
の基本計画のなかの
福祉コミュニティの形
成の指標にもなって
いる。

ランク３ 現状維持

認知症サポーター養
成は、コロナ禍であっ
ても長期的に取り組
む必要のある事業で
あるため

A'：改善・継続

高齢化の進展に伴い、本区の認知症高齢者も令和７年には１万人を超える推
計となっている。コロナ禍で認知症の相談も増えており、コロナ収束後の認知
症高齢者の増加も危惧されている。認知症サポーターは認知症高齢者を支え
るコミュニティづくりを推進するための所要な支援者であり、地域で暮らす認知
症の人や家族の困りごとの支援ニーズと認知症サポーターを結び付けるため
の「チームオレンジ」の取り組みのカギとなる。認知症サポーター養成講座は、
継続して実施していく必要のある重要な事業である。

46 0703-07
高齢者福祉
課

認知症地域支援
推進員活動事業

認知症の人に対し、状況に応じた適切なサービス
ができるよう医療・介護等関係者の連携をはかる連
絡会・研修会、認知症施策推進会議を実施する。
また、認知症の人とその家族を支援する相談支援
の構築と、認知症ケアパス、認知症マップを作成す
る。

548 A：達成

コロナ禍において、高
齢者の認知機能の低
下が顕在化し、高齢
者総合相談センター
への相談が増加して
いる。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

新たに策定された認
知症大綱のＫＰＩ（本
人の意思を重視した
施策の展開）の内容
を区民へ配布する「認
知症ケアパス」等の冊
子へ反映させること
で、より効果的な周知
活動を推進したため。

A：高

認知症の人が容態に
応じて、適時・適切な
支援を受けられる体
制の構築が重要であ
り、地域包括ケアシス
テムの具体的活動とし
て必要である。

ランク３ 現状維持

認知症高齢者は増加
傾向であることから、
地域の認知症対応力
の向上が重要となる。
認知症地域支援推進
による地域づくりのより
一層の推進が求めら
れているため。

A'：改善・継続

高齢化社会の進展に伴い、認知症高齢者の人数が増加の一途をたどり、本区
でも令和７年には１万人を超えると推計されている。また認知症に関しては高齢
者の関心も高く、近隣区に先んじて事業展開していくことが求められる。そのた
めにはマンパワーが必要であるため、認知症地域支援推進員の増員が課題で
ある。

47 0703-08
高齢者福祉
課

認知症ケア向上
推進事業

認知症の人や家族に対する支援を目的に認知症
の方やご家族、地域の方や専門職が参加する認
知症カフェを定期的に開催する。
認知症高齢者の在宅生活継続のため、介護者を
対象に介護方法など相談支援を行う。

2,194
B：相当程
度達成

介護者の会、認知症
カフェはコロナの影響
に想定を下回ってい
るが、多職種協働研
修は計画以上に実施
できたため。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

普及啓発用の冊子で
ある「もしも」の配布数
を5,000冊に増刷した
（当初予定3,000冊）。
また、各種パンフレット
の配布先について、
認知症の方の対応あ
る、ドラックストアや事
業者等を新たに開拓
し増やすことができた
ため。

A：高

認知症施策は区民の
高い関心事項であり、
今後増加する認知症
高齢者の対策、特に、
早期対応を充実する
ことは重要であるた
め。

ランク３ 現状維持

コロナ禍の影響が事
業の制約はあるが、順
次、認知症カフェ等も
再開する予定がある
ため。

A'：改善・継続

認知症高齢者及びその家族を地域で支える体制は、認知症高齢者の増加に
伴い、今後ますます重要となる。コロナ禍の影響により、一部事業で制約がある
中でも、継続して関係者間の連絡会を開催したり、認知症カフェの再開支援な
ど、体制構築の充実を図る必要がある。

48 0703-15
高齢者福祉
課

認知症検診推進
事業

（１）認知症普及啓発
住民の認知症に対する正しい理解を深めるため
に、認知症普及啓発用パンフレットおよびチェックリ
ストを認知症検診対象者に郵送することにより、周
知を図る。
（２）認知症検診
①対象者がチェックリストを使用して認知症のセル
フチェック
②認知症のリスク要因が高い対象者（希望者全員）
は、区指定の医療機関で認知症検診を受診
③検診の結果、認知症の蓋然性が高い受診者に
対して、精密医療機関での検査を勧奨

1,223
B：相当程
度達成

普及啓発は概ね想定
とおり達成できたが、
検診事業はコロナ禍
のため中止となったた
め。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

認知症検診実施の
リーフレットを新たに
刷新した。また、検診
実施後、アフターフォ
ロー及び伴走支援に
ついて、関係事業者と
調整を行った。

A：高

認知症は区民の関心
が高い事業であり、今
後、認知症になる区
民も増加すると想定さ
れるため。

ランク３ 現状維持

認知症検診者の増加
が想定されるため。
（対象年齢人口推移
→令和3年度：5,005
名、令和4年度6,002
名、令和5年度5,737
名、令和6年度5,689
名）

A'：改善・継続

区民の関心が高い事業であり、今後も認知症の区民は増加すると想定されて
いるため、随時、改善等を行っていく。合わせて、関連事業である「もの忘れ相
談」事業や「認知症初期集中」事業との連携も検討し、より効率的な事業へ改
善する。

49 0703-19
高齢者福祉
課

成年後見制度関
係

認知症等で判断能力がない高齢者の権利擁護を
図るために、成年後見の申立者がいない場合や虐
待ケースの場合には区長申立を行うとともに、本人
の資産が少なく成年後見人が報酬を見込めない場
合には、本人に対して報酬助成を行う。

5,554
S：目標超
過達成

単身高齢者が多い本
区では、成年後見制
度を利用する必要の
ある高齢者が増えて
おり結果として申立て
件数が増加している。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

申立費用についての
事務について、生活
福祉課、西部生活福
祉課と協議の上、取り
扱い手順を共通化し
事務の効率化を図っ
た。

A：高

認知症高齢者の増加
が想定される中、高齢
者の適切な財産管
理、身上保護を行う成
年後見制度の活用
は、区民の権利擁護
を図る上で重要であ
る。

ランク１ 現状維持

後見人等に対する報
酬助成が年々執行額
が増えており、資産の
少ない高齢者の権利
擁護の上で推移を見
ながら増額する必要
がある。

Ａ：現状維持
単身高齢者の多い本区においては成年後見制度を利用する高齢者が増えて
おり事業の必要性は高まっている。今年度策定予定の豊島区成年後見制度利
用促進計画により、事業実施について見直しを行っていく。
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50 0703-33
高齢者福祉
課

高齢者アウトリー
チ事業

高齢者の在宅生活の安全を確保するため、その生
活実態及び健康状態の把握や、関係機関と連携し
た高齢者の見守りを行う。また、高齢者からの相談
を受け問題解決に当たることを目的とする。

90,997 A：達成
相談件数並びに訪問
件数について目標を
上回っている。

S：先進的
（前年度
から改善
あり）

他自治体では民生委
員と協働して夏期に
戸別訪問を行ってい
る例は少なく、また、コ
ロナ禍においてイン
ターホン越し等の非
接触での訪問ができ
るよう改善した。コロナ
禍において人との接
触が制限されるという
変化の中、コロナ前と
同規模での訪問活動
を行うことにより、民生
委員を始めとして「見
守られている」ことを
知っていただき区民
の安心へとつなげた。

A：高

誰一人取り残さない社
会を実現するため、さ
まざまな発信を行って
もなお、福祉施策を知
らない、制度が分から
ないということから福
祉に繋がっていない
方を防ぎ、福祉に繋
げていく施策は必要
である。

ランク１ 現状維持
継続して、同規模で
実施していく必要があ
る。

Ａ：現状維持

本事業は継続して相談の受付や地域の集まり等に出席し、見守り支援事業担
当者を広く区民に知っていただき、相談の裾野を広げることによって福祉施策
から取り残される区民を無くしていく事業である。従って、継続的に実施してい
くことにより成果が上がっていく事業であるため、現状通り実施していく必要が
ある。

51 0703-37
高齢者福祉
課

高齢者補聴器購
入費助成事業

聴力機能の低下により友人や家族等とコミュニケー
ションがとりにくい高齢者に対し、補聴器の購入に
要する費用の一部を助成することにより、聴力低下
による閉じこもりを防ぐとともに、高齢者の積極的な
社会参加及び地域交流を支援する。

1,449
B：相当程
度達成

事業開始から申請件
数並びに助成件数が
目標に向かって着実
に増加している。

A：先進的
（前年度
から改善
なし）

実施している自治体
は3.8%程度のため、
先進的な取組である。
(令和3年3月自治体
における難聴高齢者
の社会参加等に向け
た適切な補聴器利用
とその効果に関する
研究)

A：高

聴力の低下により他
者との交流ができず
孤立してしまう高齢者
を防ぐため、補聴器導
入を金銭面から支援
していく必要がある。

ランク３ 現状維持

区民からの需要が一
定程度あり、同様の制
度を開始を予定して
いる他自治体も多いこ
とから、少なくとも現状
維持が必要である。

A'：改善・継続
継続的に豊島区医師会等と協力して、補聴器が必要な方にご利用いただくこ
とにより、閉じこもりや孤立化を防いでいく。

52 0703-38
高齢者福祉
課

終活サポート事業
終活専用相談窓口として「豊島区終活あんしんセ
ンター」を委託により設置し、低所得者に対する葬
儀等の生前契約に係る費用の一部を助成する。

1,387 A：達成

終活あんしんセンター
を設置し、当初想定し
ていた1か月50件の相
談を上回る相談件数
があり、当初の目標を
達成している。

A：先進的
（前年度
から改善
なし）

「終活」に特化した相
談窓口を設置し、終
活支援を標榜して事
業を実施しているのは
23区で本区のみであ
り、先進的な取組であ
る。

A：高

単身高齢者が多い本
区において、予め高
齢者が終活について
考えることでその人ら
しい生活を守ることに
繋がるため、行政が相
談窓口を設置する意
義があり、優先度は高
い。

ランク２ 現状維持

相談件数や講演会参
加状況にから区民か
らのニーズは高く、継
続して、同規模で実
施していく必要があ
る。プロポーザル方式
により委託事業者を決
定しており、予算額も
同程度を見込んでい
る。

Ａ：現状維持

令和2年度は事業開始が2月となったが、事業を実施した約1か月半で100件の
相談があり、講演会の参加者も定員に達するなど、事業に対する需要があると
言える。そのため、今後も継続して実施していく。また、生前契約等費用助成
支援については、今後さらに事業周知を行うことにより、申請者の増加を想定し
ている。

53 0703-39
高齢者福祉
課

高齢者見守りタグ
ソリューション事業

「みまもりタグ」を持った認知症高齢者の行方を位
置情報履歴として保護者が確認できるシステムで
ある。「みまもりタグ」が発するBluetoothの電波を
「専用アプリをインストールしたスマホ」や「みまもり
タグ感知器」の設置場所を利用して位置情報の履
歴を収集し認知症高齢者を探すことができる。
当該タグの購入費、維持費、アクセスポイントの設
置及び維持費を支出する。

0
D：大きく
未達成

事業実施の見送りに
よる。

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

事業実施の見送りに
よる。

C：低

既に、より効果的な
GNSSを使用したサー
ビスを実施しており、
かつ民間事業者が低
廉に同等のサービス
を提供している。

ランク４
終了／廃
止

別途実施している高
齢者位置情報サービ
スにより代替ができ
る。

D：終了
既存のGNSSを利用した位置情報サービスと比べ、位置情報に係る技術上の
優位性はなく、また維持費用が著しく高額である。従って当該事業は実施せ
ず、既存の位置情報サービスの普及に取り組んでいく。

54 0703-44
高齢者福祉
課

地域介護予防活
動支援事業

介護予防事業でのサポートや、地域介護予防活動
を主体的に行う「介護予防サポーター」、地域の課
題を見出しそれを解決する活動を自ら実践し継続
する担い手を目指す「介護予防リーダー」、令和元
年度から開始した「フレイルチェック」を担う測定ボ
ランティア「フレイルサポーター」の育成とフォロー
アップを行う。また、「元気あとおし事業」は、元気な
高齢者の社会参加や地域貢献を奨励し、ボラン
ティア活動に応じてスタンプを貯めることができ、ス
タンプ数に応じて換金できる事業である。その他、
地域で介護予防活動を行う自主グループにたい
し、介護予防活動支援助成金交付事業を行い、活
動支援を行っている。

2,235 A：達成

新型コロナの影響によ
る活動控えが起きて
いる中、各種担い手
の養成を継続したこ
と、通いの場の受け入
れ人数を拡大してい
ること。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

令和2年度から新たに
フレイルサポーターと
介護予防サポーター
の交流の場など、地
域の担い手の繋がり
を促進する取組を
行った。

A：高

介護保険制度のサー
ビスの理解と利用が
進む中で、住民主体
で介護予防を行う地
域づくりは行政が果た
すべき使命として優先
度は高い。

ランク３ 現状維持

各種養成講座への需
要は区民の中でも高
まっており、今後も現
行と同程度の質、人
数を維持した養成を
継続していくため。

A'：改善・継続
高齢者が社会参加や社会貢献することは、高齢者自身にとっての介護予防と
して有用であるとともに、不足する介護予防人材を地域の高齢者自身がボラン
ティアで担うという事業であるため、地域人材の活用にもつながっている。

55 0703-51
高齢者福祉
課

介護予防サロン事
業

主に運動教室に参加することが難しい虚弱高齢者
を対象に、レクリエーション等を行うサロンを月に1
～2回実施する。高齢者総合相談センター及び
NPO法人等に委託し事業展開を行っている。
平成30年度から開始した介護予防活動支援助成
金交付事業は、住民が主体的に運営する通いの
場への活動資金の一部（3万円）を支援するもので
ある。

2,676
B：相当程
度達成

令和2年度は新型コロ
ナウイルス感染症の
影響で事業開催回数
は減少したが、コロナ
禍での高齢者の通い
の場づくりに一定程度
寄与した。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

総合事業通所型サー
ビスBをはじめとしたサ
ロンの自主運営化を
進めるため、各サロン
の状況把握、及び説
明を開始したため。

C：低

住民主体の通いの場
の運営拡大を目指す
ため、本事業によるサ
ロン事業委託を区で
行う優先度は低くなっ
てきている。

ランク４
終了／廃
止

介護予防サロンの自
主運営化を目指すた
め、本事業によるサロ
ン事業委託を廃止す
る

D：終了

高齢者の社会参加の場としての通いの場づくりの重要度は高い。一方で、高
齢者人口の増加による人口構成の変化に伴い、介護予防事業は従来の事業
対象者より手前の、要支援者層の介護予防へシフトしていく必要がある。介護
予防サロンは、委託から総合事業やその他の枠組みを用いた住民の自主運営
に切り替えていくため、本事業は廃止とする。

56 0703-57
高齢者福祉
課

フレイル対策推進
事業

令和2～3年度にかけて、フレイル測定機器を区内
22カ所の区民ひろばに順次展開する。また、東池
袋フレイル対策センター・高田介護予防センターに
も追加設置する。

22,453
B：相当程
度達成

フレイル測定機器の
設置施設数は目標ど
おりであったが、利用
者数は新型コロナウイ
ルス感染症の影響で
目標を下回った。

A：先進的
（前年度
から改善
なし）

23区で実施している
のは本区のみであり、
先進的な取り組みで
ある。

A：高

今後、後期高齢者が
増加する中、高齢者
の中でも要介護、要
支援に至っていない
元気高齢者に働きか
け、フレイル・要介護
状態に至らないように
する介護予防の重要
性は、増大するため。

ランク３
終了／廃
止

フレイル対策機器の
設置が終了するた
め。令和4年度以降
は、介護保険事業会
計の地域支援事業の
既存事業に統合して
実施する。

D：終了
フレイルの状態に至ることなく、健康な状態で高齢期を過ごすために、フレイル
測定機器を利用したセルフチェック及びフレイル予防の普及啓発を推進する。
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57 0704-05 障害福祉課
医療的ケア児等
支援事業

医療的ケアを要する障害児等及びその家族につ
いて、医療的ケア児等の現状や議題等を共有する
ための協議の場を設置及び開催する。
保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係各課
及び関係機関等が連携を図りながら継続的な議論
を行い、医療的ケアを要する障害児等及びその家
族への支援へつなげていく。

0 C：未達成

新型コロナウイルス感
染症が流行する中
で、関係機関の切迫
した状況を踏まえ、協
議会の設置に至ること
はできなかった。

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

関係各課と事前に連
絡会を開催し、医療
的ケア児等の課題や
方策、協議の場設置
に向けての整備につ
いて検討を行ってい
る。

A：高

医療的ケア児等の人
数が増加傾向である
こと。他区では協議会
の設置、開催に伴い、
医療的ケア児等へ対
する環境整備が進ん
でいるため、本区とし
ても優先して着手する
必要がある。

ランク４ 現状維持

児童福祉法及び医療
的ケア児支援法に基
づき、医療的ケア児及
びその家族の支援体
制の強化を図るため
には、現状予算の維
持が必要である。

Ｂ：改善・見直し

医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律（令和3年6月18日公
布、9月18日施行）が公布されたことに伴い、地方公共団体には基本理念に
のっとり、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、医療的ケア児及びそ
の家族に対する支援に係る施策を実施する責務を有するものと明記された。医
療的ケア児の人数増加やケアの内容も多様化していることで、個々の医療的ケ
ア児の心身の状況に応じた適切な支援を受けられるようにすることが重要な課
題であり、医療的ケア児とその家族が社会から孤立することなく、共に学び、生
活し、仕事ができる社会を目指し、より一層、支援に力を入れていく必要があ
る。

58 0704-10 障害福祉課
障害者虐待防止
対策支援事業

障害者虐待防止対策支援事業を推進する。
①連携協力体制整備事業：地域における関係機
関の整備、充実をはかる。
②家庭訪問等個別支援事業：家庭訪問、相談窓
口、緊急時の一時保護のための居室の整備、カウ
ンセリング等支援する。
③専門性強化事業:医師や弁護士等による専門的
助言を得る体制づくり。④普及啓発事業：地域、関
係機関に向けての講演会等を開催。

117
B：相当程
度達成

相談件数は減少して
いるが、講演会の人
数は倍増している。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

障害者権利擁護協議
会において、事業所
における虐待を未然
に防止するため、事
業者に向けたアセスメ
ントシートを作成した。

A：高

障害者虐待防止法に
おいて障害者虐待防
止センターは障害者
虐待対応に関する中
核機関に位置付けら
れており、その機能を
果たすよう求められて
いる。

ランク３ 増額

弁護士等の法的なSV
が必要な困難案件が
増加していることによ
る報償費とともに、虐
待者と被虐待者を緊
急に分離する必要が
ある場合の緊急一時
保護居室宿泊費の確
保が必要である。

A'：改善・継続
障害者の権利擁護の観点からも、障害者虐待の未然防止や早期発見と迅速
な対応、その後の適切な支援を行うための関係機関連携強化等の環境を整え
る必要がある。

59 0704-11 障害福祉課
障害者差別解消
法施行事業

平成28年4月より施行された障害者差別解消法に
基づき、障害差別の解消を効果的に推進するた
め、障害者及び家族、その他関係者からの相談や
指摘を受け付ける窓口が必要となる。また、寄せら
れた相談・指摘に対して区としてどのような対応を
行っていくのかを検討する場として障害者権利擁
護協議会を設置し、研修、周知を行う。

1,283
B：相当程
度達成

成果指標の実績は
徐々に上昇傾向にあ
り、ほぼ達成されてい
る。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

e-ラーニングの時間を
短縮する、または動画
でのコンテンツを追加
する等、受講しやすい
教材を作成している。

A：高

障害者差別解消法で
は、自治体に合理的
配慮の提供を行う法
的義務があるため、人
権教育の一環として
も、区職員は必ず理
解する必要がある。

ランク３ 現状維持

費用として計上してい
る協議会、イエローリ
ボン配布、ヘルプ
マーク・カード配布は
必須事業であるため。

A'：改善・継続

e-ラーニング研修については、人事課の研修システム内で実施しており、費用
は発生していない。ただし、区職員として必須の研修となっているため、今後さ
らに受講率を上げるために配信の教材等を工夫していく。
また、区民への周知活動については、「障害者サポート講座」や「人権週間パ
ネル展」等の機会の活用とともに、区において差別解消の率先行動を示すこと
により、理解を進めていく。

60 0704-13 障害福祉課
基幹相談支援セ
ンター事業

地域の障害者等の相談支援、情報提供、虐待相
談等を行う。また区内の相談支援事業所のネット
ワークを構築し、広域調整や研修等をとおして、相
談支援能力の向上を図る。
身体障害者によるサービス等利用計画を立案し、
定期的なモニタリングを行い、障害者の意向に沿っ
たサービスを提供する。

322 A：達成
講演会の参加人数、
サービス利用計画作
成件数は増えている。

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

相談支援の充実や、
相談支援事業所への
講演会、連絡会等で
の情報提供、ネット
ワークの構築をオンラ
イン等で工夫しながら
行っている。

A：高

基幹相談支援セン
ターは地域における
相談支援の中核的な
役割を担う機関として
位置付けられ、区が
設置している。

ランク３ 現状維持

計上している予算（臨
床心理士謝礼、請求
システムPCリース等）
は事業の実施上必須
のものである。

A'：改善・継続
基幹相談連絡会や講演会を通して、地域の相談支援能力の向上を引き続き
図っていくと共に、基幹相談支援センターの役割の強化に向けて検討してい
く。

61 0704-43 障害福祉課
障害者就労支援
事業

就労に関する相談、職場定着に関する相談を受け
る。
就労を希望する方の就労に向けての支援や生活
支援を行う。また就職後の定着支援を行う。
障害者を雇用しようとする事業主からの相談や支
援を行う。

302
B：相当程
度達成

新型コロナウイルスの
影響により、相談件数
自体の減少とともに、
外出を控える動きも
あったので定着率も
相応に減少した。

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

相談受付時の感染症
対策とともに、オンライ
ンによる打合せを行う
など、新たな支援のア
プローチを行った。

A：高

中小企業では障害者
雇用について専門の
相談員を確保すること
ができていない場合
が多く、区が相談窓口
を用意する必要性は
高い。

ランク４ 現状維持

事業を実施していくた
めには、現状の予算
を維持していくことが
必要である。

Ｂ：改善・見直し

就労支援の対象は、知的・身体・精神障害の3障害に加え、難病者が加わり、
多岐にわたる障害者の対応が必須である。そのため、就労支援員には高い専
門性と経験が必要となる。より一層の支援員のスキルアップと意識の向上が必
要。

62 0704-49 障害福祉課
障害者文化活動
推進事業

　障害者美術展、としまセンタースクエアやまるごと
ミュージアムでの展示、障害者アート教室などを開
催し、障害者の作品を広く一般に公開し、障害者
の文化活動を奨励するとともに、「福祉と文化の融
合」を図る。

5,463 A：達成

オンラインによる展覧
会を実施し、例年の
来場者数を上回るア
クセス数を記録した。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

来場できない方の参
加機会を保つため、
新たにオンライン化に
対応した展示会を開
催する等の対応を
行っている。

A：高

障害者の誰もが気軽
に表現活動を行い、
社会参加できる環境
づくりは、区以外の民
間等で実施することは
困難である。

ランク３ 現状維持

障害者の社会参加へ
の機会は少なくなって
おり、今後も区が継続
して実施する必要が
ある。

A'：改善・継続
障害者が自己をアートで表現する場を提供することは、ＳＤＧｓの理念でもある
「誰一人取り残さない」社会の実現に向けて、重要な事業であり、今後も新型コ
ロナウイルスの動向を確認しながら実施方法を検討し、継続して実施していく。

63 0704-50 障害福祉課
心身障害者等移
動手段提供事業

公共交通機関では移動が困難な障害者に対して、
福祉タクシー券の交付または自動車燃料費の助成
を行う。
障害者を対象に、リフト付き乗用車の運行を社会福
祉協議会へ委託して実施する。

124,076
B：相当程
度達成

コロナ禍でありながら
も利用者の減少は最
小限にとどまった。

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

福祉タクシー事業の
委託方法について見
直しを行うための調査
を行い関係部署と協
議した。

B：中

移動が困難な障害者
に対しての外出支援
の助成事業であるた
め、区が実施する必
要がある。

ランク４ 増額

区民生活に影響が無
いよう契約変更を行う
ため。2か年にまたが
る契約方法から単年
ごとの契約にするた
め、一時的な増額が
必要である。次年度に
ついては、増額分が
減少する予定である。

Ｂ：改善・見直し
障害者の方の移動手段には欠かせない事業である。区民ニーズを把握し、更
なるサービス向上のため、また事務の効率化に向け令和3年度に契約方法等
を見直し事業実施する。

64 0705-02 生活福祉課
路上生活者応急
援護事業

【路上生活者対策連絡会議】　区内の鉄道事業
者、池袋駅周辺の商業施設、公共施設・道路・公
園管理者、区内各警察・消防等を委員とする会議
【合同パトロール】　池袋警察署、各鉄道事業者、
区の合同で池袋駅構内及び周辺を巡回するアウト
リーチ事業（毎月1回）

518
B：相当程
度達成

目標（計画）設定が馴
染まない事業である。

A：先進的
（前年度
から改善
なし）

路上生活者を多く抱
える本区ならではの取
り組みである。関係機
関との連携を図るうえ
でも適切な実施方法
である。

B：中

コロナ禍で路上生活
者数が増加傾向にあ
ることから、継続して
実施する必要がある。

ランク３ 現状維持
必要最小限の応急援
護物資購入費用であ
る。

A'：改善・継続

「路上生活者対策連絡会議（平成5年開始）」および「合同パトロール（昭和59
年開始）」は、第4ブロックで最も多くの路上生活者を抱える本区が、従来より独
自に実施してきた事業である。警察や消防、鉄道事業者や商業施設などの関
係機関と意見交換や情報共有を図り、共にパトロールを実施することで路上生
活者の自立支援に取り組んでいる。公民の枠を超えた連携による本事業の担
う役割は大きく、引き続き実施する必要がある。
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65 0707-01 介護保険課
給付適正化対策
事業

第４期介護給付適正化計画に基づき、給付適正化
主要５事業（要介護認定の適正化・ケアプラン点
検・住宅改修等点検・縦覧点検、医療費突合・給
付費通知）を実施するとともに、給付実績の活用や
実地指導の実施により給付適正化を進めていく。

1,241
B：相当程
度達成

新型コロナウィルス感
染拡大の影響から、ケ
アプラン点検及び住
宅改修等の現地調査
は実施関なかったが、
他の活動指標は目論
見通り達成

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

新型コロナウイルス感
染症の影響を受け
て、現地を訪問せず
対面によらない方式を
導入するなど実施方
法の改善を行った

A：高

持続可能な制度の実
現、及び、公平公正な
制度を担保するため
に必要な本事業につ
いては、保険者である
区において実施する
必要がある。

ランク３ 現状維持
給付費の増大を抑制
することにつながる

A'：改善・継続
今後、超高齢化社会を迎える中、不適正な給付を抑制し持続可能な保険制度
の構築することが必要である

66 0801-04 地域保健課
受動喫煙防止対
策事業

健康増進、がん予防の観点から受動喫煙を防止す
るため各種事業を実施する。

19,243 C：未達成

子どものための禁煙
外来治療費助成事業
の申請者の中には、
治療を終了しない方
もいるため。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

改正健康増進法、東
京都受動喫煙防止条
例が全面施行される
令和２年４月１日にあ
わせて飲食店への普
及啓発体制を整備し
た。

B：中

受動喫煙防止対策
は、保健所を設置して
いる特別区で実施す
る。
施設の管理権原者に
は受動喫煙を防止す
るための責務がある。

ランク４ 減額

令和４年度以降も東
京都の補助金が継続
されるかどうかは不透
明である。

Ｃ：縮小

令和２年４月１日から罰則規定ありの改正健康増進法、東京都受動喫煙防止
条例が全面施行されたため、東京都の補助金を活用して区内全飲食店に法
令の普及啓発及び掲示確認を行った。今後も、新規の飲食店を中心に法令の
趣旨普及を図るとともに、子どものための禁煙外来治療費助成事業の啓発を
行っていくことで、望まない受動喫煙と受動喫煙による健康被害から区民を
守っていく。

67 0801-08 地域保健課

特定健康診査・特
定保健指導事業
（一部国民健康保
険事業会計）

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、40～
74歳の豊島区国民健康保険被保険者を対象とし
て、生活習慣病の予防に着目した特定健康診査
及び特定保健指導を実施する。

205,522
B：相当程
度達成

目標には達しなかっ
たが、保健指導実施
数は伸びている。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

健診受診率・保健指
導実施率を上げるた
め、アンケートを実施
して勧奨方法を変更
する等の改善に取り
組んでいる。

A：高

法定健診であり、保健
指導による生活習慣
病の改善は、将来的
な個人の健康維持の
みならず、医療費削
減にも効果がある。

ランク３ 現状維持
対象者数の極端な増
減がなければ、現状
で継続。

A'：改善・継続

肥満に着目した特定健診・保健指導により糖尿病・高血圧・脂質異常など生活
習慣病を早期に発見し改善することは、受診者個人の健康維持と改善に役立
つだけでなく、医療費削減や要介護者の減少など区全体への負担を下げるこ
とにもつながる重要な事業である。受診率を上げる工夫や指導内容の改良を
すすめ、効率的な事業実施を検討していく。

68 0801-12 地域保健課

糖尿病重症化予
防等医療費適正
化事業（国民健康
保険事業会計）

糖尿病の発症・重症化予防による医療費適正化を
目的に、糖尿病予防のための保健指導と糖尿病高
リスク者の医療機関への受診勧奨支援の2つの事
業を実施。また、広く区民に糖尿病を知ってもらう
ため、糖尿病特集号を発行（新聞折り込みで区民
に配布）

13,071
B：相当程
度達成

糖尿病が強く疑われ
る層は減っているもの
の、予備軍が微増し
ており、新型コロナに
よる不活動化の影響
か数年経過をみる必
要がある。

A：先進的
（前年度
から改善
なし）

糖尿病の受診や生活
改善の必要な区民に
対して、専門職が継
続的に直接指導や
フォローするきめ細か
な体制を取っている。

A：高

糖尿病の発症・重症
化予防は区民個人の
健康や生活の改善の
みならず、医療費削
減効果もあり、区が取
り組むべき必要性は
高い。

ランク３ 現状維持

糖尿病患者・疑われる
者の出現率が極端に
上昇しなければ、現
状の事業規模内で改
善しつつ運営できる。

A'：改善・継続

国民健康保険特定保健指導受診者のうち、糖尿病に関する検査データから受
診や保健指導が必要な区民を抽出し、指導を実施している。糖尿病の改善
は、個人の健康維持のみならず、人工透析など医療費増大につながる状況を
防ぐことにもつながる。今後は、糖尿病性腎症重症化予防など、さらにターゲッ
トを絞った取り組みを強化して医療費適正化を図る必要がある。

69 0801-16 地域保健課 歯周病検診事業

7～11月に40～80歳までの5歳刻みの年齢の区民
を対象に、歯周病予防のために検診を実施。
検診後の判定において要指導、要治療の方には、
その後の追跡調査を実施

19,374
B：相当程
度達成

受診者数は目標の８
割程度だったものの、
追跡回答率は目標を
上回ることができた。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

内容を精査し工夫す
るため、専門職の会
計年度任用職員を配
置した。

B：中

歯周病に起因する他
の生活習慣病を防ぐ
ためにも必要な事業
である。

ランク４ 現状維持
受診者数は例年同程
度である。

Ｂ：改善・見直し

５歳毎の対象者に個別通知し、口腔ケアや歯科のチェックの機会としてもらい、
歯周病疾患を防ぐことで他の生活習慣病も予防する等、区民が自身の健康を
改善する契機となっている。追跡回答率も上がっており、受診する関心のある
層は増えているが、受診者数を増やし受診率を上げる工夫をしていく必要があ
る。

70 0801-17 地域保健課
障害者等歯科診
療事業

在宅の要介護高齢者に対する訪問診療の他、心
身に障害のある方及び要介護高齢者で通院可能
な方を対象にあぜりあ歯科にて診療を実施。

40,739
B：相当程
度達成

目標数には達しな
かったが、例年高水
準で推移している。

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

例年通りの実施であ
る。

B：中

在宅の高齢者や障害
者は一般歯科診療が
受けられない事例もあ
り、歯科医師会と連携
した診療体制確保は
区が担うべき事業であ
る。

ランク４ 現状維持
必要数に増減がなけ
れば、現状規模で実
施継続する。

Ｂ：改善・見直し

在宅の要介護高齢者および障害者に対して、口腔センター事業を東京都豊島
区歯科医師会へ委託し、あぜりあ歯科診療所を拠点として事業展開している。
在宅療養者の口腔ケアは、全身状態の維持・改善に不可欠のものであり、一
般歯科診療では対応困難な区民に対して、区が体制を確保することは必要な
事業である。

71 0801-22 地域保健課
在宅歯科相談窓
口事業

医療や介護が必要な人が身近な場所で適切な
サービスが受けられる仕組みづくりと医療連携体制
の構築を目的として歯科相談窓口を設置する。

6,517
B：相当程
度達成

前年に比べて大幅に
上昇したが、目標を達
成することはできな
かった。

A：先進的
（前年度
から改善
なし）

歯科に関する相談窓
口を設置している自
治体は全国的にも珍
しい。

A：高

在宅医療・介護連携
推進事業は平成30年
度から全ての市区町
村で取り組むこととさ
れている。

ランク３ 現状維持
事業実施ために必要
な経費で委託してい
る。

A'：改善・継続

令和２年１２月の「豊島区健康に関する意識調査」によると、長期の療養が必要
になった場合、在宅療養を希望すると回答した区民の割合は44.4%であり、思
わないと回答した30.0%を超えており、区民ニーズは高い。在宅歯科相談窓口
は豊島区在宅医療・介護連携の特色のひとつであり、区民からのアクセスの第
一歩として非常に重要な拠点である。

72 0802-01 生活衛生課
医務・薬事関係事
業

開設時・更新時及び一斉監視事業等による立入検
査・監視指導を実施する。

2,764
B：相当程
度達成

　現場監視指導を控
える時期があったが、
年間を通じての影響
は軽微であった。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

　優良施設は書面指
導に変更し、その分を
他の施設の現場指導
に充てることにより、監
視指導レベルの維持
を図った。

A：高
　法令の規定に基づ
き実施している事業で
ある。

ランク３ 現状維持

　法令の規定に基づく
立入検査を実施して
いくためには、現状の
予算を維持していくこ
とが必要である。

A'：改善・継続
　医療機関や薬局等の監視指導を行うことにより、医薬品、医療機器、毒劇物
等の適正使用、保管、管理に貢献している。

73 0802-02 生活衛生課
環境衛生関係事
業

環境衛生関係営業施設の開設時、設備変更時及
び一斉監視事業等により立入検査を実施する。

3,179
B：相当程
度達成

年間を通じ、営業施
設における現場監視
指導については制限
が多かった。現場に
おける滞在時間を短
縮する改善を試行し
た。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

新型コロナウイルスま
ん延防止のため、現
場における滞在時間
を短縮するため、事前
の調査票を活用する
などの方策を用いた。

A：高
　法令の規定に基づ
き実施している事業で
ある。

ランク３ 現状維持

　法令の規定に基づく
立入検査を実施して
いくためには、現状の
予算を維持していくこ
とが必要である。

A'：改善・継続

　当該事業は、理容所・美容所・クリーニング所・興行場・旅館業・公衆浴場・
プール等の環境衛生関係営業施設の許可及び届出樹里並びに監視指導及
び理化学検査等を実施し、衛生指導、啓発を行うことにより、衛生水準が保た
れている。
　コロナ禍における立入検査の滞在時間短縮が課題であり、現場における書
類検査等の手順を工夫している。
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74 0803-01 健康推進課

としま鬼子母神プ
ロジェクト事業（健
康相談、としま育
児サポーター等）

区内在住・在勤・在学の女性を対象に、産婦人科
医師等専門職による「女性のための専門相談」、母
子保健情報の提供、赤ちゃん訪問後のフォロー訪
問、啓発セミナーを実施し、結婚、妊娠、出産、子
育てと切れ目のない支援の充実に取り組む。

2,583
B：相当程
度達成

コロナ禍で相談、講習
会等の事業の回数は
確保したが、定員規
模を縮小せざるを得
なかった。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

新規事業として尿もれ
教室を実施し、幅広
い年齢層の女性に対
象を拡大した。

B：中

区が実施する必要性
はあるが、他の事業と
の違いが理解されにく
い。

ランク４
終了／廃
止

女性のしなやか健康
づくり事業、ゆりかご・
としま事業と統合

D：終了

女性の総合的健康支援として健康相談機能や情報提供体制の充実を求めら
れているが、女性のしなやか健康づくり事業、ゆりかご・としま事業との違いがわ
かりにくく、監査員監査でも指摘されている。事業を統合・整理し、保健所の本
移転に向けた機能充実につなげる。

75 0803-07 健康推進課
新生児聴覚検査
事業

妊娠届時に新生児聴覚検査受診票を交付する。
出産時等に医療機関に受診券を提出し、公費助
成（上限額3,000円）により検査を受ける。
精密検査が必要となった場合は精密健診票を発
行する。
その他、赤ちゃん訪問等の際に受診結果を把握す
る。

5,405 A：達成
妊娠届時に交付する
ことで周知を図り、受
診につなげている。

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

都内全域で実施して
いる受診券交付、受
診方法のため改善で
きない。

A：高

すべての新生児が聴
覚検査を受けることが
できるよう、公費負担
として区が実施する必
要がある。

ランク３ 現状維持
例年どおりの出生数
の見込みがあり、現状
の予算が必要である。

A'：改善・継続

すべての新生児が生後３日以内に検査を受け、必要に応じて早期治療・早期
支援を受ける必要があることから行政が実施するべき事業である。検査を受け
やすくするため公費負担が有効である。毎年、一定程度の出生数の見込みが
あり、現状どおりの経費で継続して実施する必要がある。

76 0803-09 健康推進課
幼児歯科健康診
査事業

むし歯予防・食育対策、保護者への正しい知識の
普及啓発を健診事業、健康教育事業の中で実施
する
・こども歯科健診・・・2歳児、2歳半児、3歳半～4歳
未満児を対象に池袋管轄、長崎管轄ごとに行う
・1歳児歯科健診・・・豊島区全域の1歳児を対象に
池袋保健所で歯科健診を行う
・歯科健康教育・・・保育園、区民ひろばで歯科保
健指導をおこなう

8,918 A：達成
3歳児のむし歯のない
子の割合を増やし、
目標を達成している。

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

歯科健診、歯科巡回
指導とも感染予防対
策を強化し、例年通り
事業を実施できた。

A：高

保健所で小児の歯科
健診を行うことでむし
歯予防のみならず、
保健所ならではの専
門職による多角的育
児支援を行うことがで
き、虐待の早期発見
につながる。

ランク３ 現状維持

一部委託しているが、
ほとんどを直営で行っ
ていることにより、コス
トを抑え現状予算で
賄うことが出来てい
る。

A'：改善・継続
保健所ならではの多職種・関係機関との連携を図りながら、気になる親子の早
期フォローや適切な育児支援を行うことができる事業であり、継続して行う必要
がある。

77 0803-22 健康推進課 感染症対策事業

結核・性感染症等の感染症の早期発見、感染拡大
防止のため、HIV（エイズ）/性感染症検査・相談及
びB型・C型肝炎ウイルス検査、結核健診・結核患
者服薬支援等を実施する。
若年層を対象とした、健診通知に検査案内及び感
染症情報を同封する等して、感染症に対する正し
い知識の普及・啓発を行う。

11,298
B：相当程
度達成

検査結果に基づき、
治療につなげている。

A：先進的
（前年度
から改善
なし）

豊島区の結核患者に
おいては、外国人の
割合が多い。日本語
学校生等の結核検診
を進めていくことで、
発症前の早期診断が
可能となる。検診時に
は、多言語の問診票
を用いるなど、先進的
な取り組みをしてい
る。一方、コロナ禍で
事業の実施規模を縮
小せざるを得なかっ
た。

A：高

新型コロナウイルス感
染症をはじめ、感染症
対策は区民への影響
が大きく、区が実施す
る必要性が高い。

ランク３ 現状維持

一部委託しているが、
ほとんどを直営で行っ
ていることにより、コス
トを抑え現状予算で
賄うことが出来てい
る。

A'：改善・継続

新型コロナウイルス感染症対策では、陽性者数の増加の波に合わせて、保健
所の人員体制も拡充を行い、陽性者対応、濃厚接触者対応、区民相談、検査
調整などを行なった。区民への情報発信や周知など、保健所だけではなく、区
全体で柔軟に取り組むことが必要であった。また、医師会、歯科医師会、薬剤
師会をはじめ、関係機関との協力体制も重要であると改めて認識した。一方
で、従来の感染症対策事業を縮小せざるを得なかった。今後、国や都の動向
を注視し、新型インフルエンザ等対策行動計画等の見直しの検討が求められ
る。

78 0803-25 健康推進課
ゆりかご・としま事
業

妊娠期は助産師又は保健師が、出産後は保育士
等が面接し、面接時それぞれに育児パッケージを
交付する。

37,378 A：達成

支援計画を立てた妊
婦について、全数に
支援を提供することが
できた。また、区民意
識調査も達成してお
り、妊娠から子育てま
で必要な相談・支援
が切れ目なく受けられ
る体制として欠かせな
い。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

新型コロナウイルス感
染症拡大防止のた
め、既存の育児パッ
ケージに1万円上乗
せする事業を実施し
たことで一時的に面接
数が増加した。

A：高

妊娠から出産、子育
てまで必要な相談・支
援が切れ目なく受けら
れ、特定妊婦・児童虐
待防止の支援の機会
として優先度が高い。

ランク３ 現状維持

令和3年度は、都補助
金を活用し、多胎児
家庭支援を拡充して
いる。

A'：改善・継続

・妊娠早期から面接を実施することで、出産・育児と切れ目のない支援をより充
実させることに繋がっている。
・多胎児家庭において、外出が困難になることから社会的に孤立しやすく、さら
に多胎育児は難易度が高く保護者の疲労度や緊張感が高まることによる育児
困難から子ども虐待のリスクが発生しやすいことへの対応が必要である。

79 0804-01
長崎健康相
談所

としま鬼子母神プ
ロジェクト事業（ラ
イフプランセミ
ナー）

ライフプランに関するセミナーを開催して知識の普
及啓発を図る。

0 A：達成
区民意識調査では、
着実に到達し、上昇し
ている。

A：先進的
（前年度
から改善
なし）

セミナーは、若い女性
を対象として池袋ルミ
ネで開催するなど、先
進的取組を実施。(令
和2年度はコロナで中
止）

B：中

若い女性の健康を対
象としている事業は少
ないが、事業内容が
分かりにくい。

ランク３
終了／廃
止

女性のしなやか健康
づくり事業と統合し、
効率化を図る。

D：終了

平成26年に区が23区で唯一「消滅可能性都市」とされたことにより開始した事
業である。主たるターゲットは若い女性であり、成果指標は達成しているが、令
和2年度は、活動指標にあげた事業がコロナ禍で中止となった。また、事業名
から事業内容が分かりにくいこともあり、令和3年度に「女性のしなやか健康づく
り」と統合し、本事業を廃止した。予算・決算委員会では、必ず要望の上がる事
業であり、大学や企業との公民連携を活用し、引き続き、若い女性の健康につ
いて普及啓発していく。

80 0804-05
長崎健康相
談所

幼児歯科健康診
査事業

こども歯科健診(2歳児、2歳6か月児、3歳6か月児
～4歳児）に加え、1歳児歯科健診に併せて保健
師、栄養士の集団指導を行う。

1,072 A：達成

歯と口腔の健康づくり
推進計画における「む
し歯のない子の割合
(3歳児）」が94.5％(平
成35年度目標値90％
以上）と達成してい
る。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

2歳児に対しては個別
通知を発送しするとと
もに、歯科健診、歯科
巡回指導とも感染予
防対策を強化した。

A：高

保健所で小児の歯科
健診を行うことでむし
歯予防のみならず、
保健所ならではの専
門職による多角的育
児支援を行うことがで
き、虐待の早期発見
につながる。

ランク３ 現状維持
現行の事業を維持す
るため

A'：改善・継続
成果指標である「むし歯のない子の割合(3歳児）」が94.5％(歯と口腔の健康づ
くり推進計画における平成35年度目標値90％以上）と達成しているので、引き
続き、成果指標を達成できるように取り組んでいく。

81 0804-09
長崎健康相
談所

ゆりかご・としま事
業

妊娠期は助産師又は保健師が、出産後は保育士
等が面接し、面接時それぞれに育児パッケージを
交付する。

※当該事業は平成30年度までは事業予算を計上
していた健康推進課が一括で事業評価を実施。令
和元年度より業務実態に合わせ、予算をそれぞれ
の課で計上したことにより長崎健康相談所でも事業
評価を開始した。

37 A：達成

区民意識調査も達成
しており、妊娠から子
育てまで必要な相談・
支援が切れ目なく受
けられる体制として欠
かせない。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

コロナ禍により、ゆりか
ご応援グッズ(こども商
品券）を追加交付し
た。

A：高

妊娠から出産、子育
てまで必要な相談・支
援が切れ目なく受けら
れ、特定妊婦・児童虐
待防止の支援の機会
として優先度が高い。

ランク３ 現状維持
令和3年度は、多胎児
家庭支援を拡充して
いる。

A'：改善・継続

妊娠・出産から子育てまで切れ目のない相談・支援が受けられる体制として本
事業は、必要不可欠である。また、支援の必要な妊婦や保護者を早期に発見
し、ゆりかご支援計画作成や要保護児童対策地域協議会につなげる等、児童
虐待を未然に防ぐ重要な事業である。
妊娠届のシステム標準化を検討しており、同時にインターネット等を活用した非
対面式の面接実施について妊婦の表情が読み取れない等の課題も含めて検
討する。
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82 0901-03
子ども若者
課

子ども地域活動支
援事業

子どもが地域社会の大事な担い手として、地域活
動に参加・実践の機会を提供し、支援を行う。
自主企画を通して、自分の「得意なこと」「やりたい
事」を実践し、地域のニーズと中高生をマッチング
させることで、地域活動に繋げていく。

100 C：未達成
コロナ禍により活動が
大幅に制限された影
響による

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

昨年度の経験を踏ま
え、感染予防対策を
徹底し可能な方法を
探りながら実施する。

A：高

公設公営ならではのメ
リット：地域住民・公共
施設（区民ひろば・図
書館・スキップ）・他自
治体中高生センター
と連携をとり事業展開
が可能

ランク４ 現状維持

中高生のニーズ・中
高生施設が地域活動
に関わる社会的必要
性は変わらない

Ｂ：改善・見直し

今年度はコロナ禍により大幅に活動が制限されたが、次年度はこれまでの感染
予防対策のノウハウを生かし、地域活動を少しずつ復活させていく。
他課との連携を図り、より魅力的で幅広い地域活動が展開できるよう工夫する

83 0901-05
子ども若者
課

プレーパーク事業

子どもが自然の中で、自由で豊かな遊びと多様な
体験ができる場（池袋本町プレーパーク）の運営。
公園や区施設、民間施設を利用した出張プレー
パークの開催。

10,111
B：相当程
度達成

緊急事態宣言により
閉園した期間があっ
たが、平均99.74人/
日の利用があったた
め。

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

前年に引き続き荒天
時、お盆期間、年末
年始以外はほぼ開
催。出張プレーパーク
を各地区で実施す
る。

A：高

外遊びの機会が少な
い中、子どもが自然の
中で自由で豊かな遊
びと多様な体験がで
きる場は貴重なため。

ランク４ 現状維持
土補充分の委託料に
ついて計上する予
定。

Ｂ：改善・見直し
子どもが自然の中で自由で豊かな遊びと多様な体験ができる場は貴重であ
る。コロナ禍により閉園せざるを得ない状況になることもあるが、引き続き安全で
安定的な運営ができるよう努めていく。

84 0902-07
子育て支援
課

ひとり親に対する
貸付・就労支援事
業

母子家庭の母、父子家庭の父（又はその扶養する
児童）に対し、経済的自立の援助と生活意欲の助
長を図るための資金（事業開始資金他１１資金）の
貸付や就職に有利な資格取得を支援する給付金
を支給する。

10,899
B：相当程
度達成

コロナ禍の影響を受
け、ひとり親家庭への
貸付や給付の需要は
増加している。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

QRコード入りのチラシ
を作成し、ひとり親の
米配布事業時全世帯
に配布。スマートホン
からメール相談や事
業案内にアクセスしや
すいよう改良した。

A：高

ひとり親家庭への経
済的な支援につなが
る事業であり、コロナ
禍においてもその優
先度は高い。

ランク３ 現状維持

コロナ禍の影響は続
いており、昨年度同等
以上の需要が見込ま
れるため。

A'：改善・継続
情報が行き届くよう、周知方法の拡大を図る必要がある。マニュアルを見直し、
職員のスキルアップなどによる事務の効率化を図る。

85 0902-10
子育て支援
課

子ども家庭女性相
談事業

配偶者等による暴力から逃げてきた被害者を一時
保護し、安定した生活が送れるよう支援する。母
子・寡婦、売春を行う恐れのある女性等及び要保
護児童に対し、他機関との連携をもとに相談指導、
援助を行い、安全かつ安定した生活が送れる状態
にする。ひとり親家庭全般の相談を受け、生活の支
援を実施する。

202
B：相当程
度達成

コロナ禍において、相
談に来られない状況
があり、相談数は減っ
たものの、DV相談は
増加傾向にある。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

例年児童扶養手当の
現況届提出のため来
所者が多い8月に窓
口を拡大してきたが、
米の配布、生理用品
の配布等例年にない
事業の中で相談の機
会を広げた。

A：高

コロナ禍において、家
庭生活の環境が大き
く変化しており、DV相
談、緊急一時保護の
増加が顕著であり、優
先度は高い。

ランク３ 現状維持

コロナ禍において事
業の需要が落ち込ん
でおらず、現状の維
持が必要。

A'：改善・継続

コロナ禍において、特にDV対応やひとり親家庭の支援については、事業の重
要度は高く、緊急性の判断など、職員の的確な対応が求められている。
しかし相談員（特に会計年度職員）の経験年数が浅いことも含め、専門性が不
可欠な相談員は常に自己研鑽の必要がある。

86 0902-25
子育て支援
課

東部子ども家庭支
援センター事業

すべての子どもとその家族が、地域のなかで健康
で楽しく生活することができるよう、相談等のサービ
スを通して支援するとともに、センターを拠点として
区と区民が協働して子育て支援を行う。

11,321
B：相当程
度達成

コロナ禍による外出自
粛の影響を受け、来
館者数の落ち込みは
あるが、相談ニーズは
高い。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

外出できない家庭に
向け、新たにSNSや
YouTubeを活用した
情報発信を開始。コロ
ナ禍においても相談
事業を止めることなく
実施した。

A：高

子育て家庭の居場所
として、児童虐待の予
防の観点からも重要
な事業であり、優先度
は高い。

ランク３ 現状維持

コロナ禍の影響を受
け、子育て家庭は精
神的にも厳しい状況
に置かれており、親子
の精神安定を図るうえ
でも重要な事業であ
る。

A'：改善・継続
コロナ禍において、さらに事業の需要は高まっている。子育て家庭の幅広い相
談ニーズに応えるため、新たな情報発信や講座の開催方法などの充実を図っ
ていく必要がある。

87 0902-26
子育て支援
課

西部子ども家庭支
援センター

子育て中の家庭や女性が、地域の中で健康で楽し
く生活することができるよう、相談等のサービス等を
通して支援するとともに、センターを拠点として区と
区民が協働して子育て支援を行う。

10,440 C：未達成

コロナ禍において、閉
館期間もあり、来館者
が大幅に減少したこと
による。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

来所できない家庭向
けに、SNSなどによる
情報発信や、電話に
よる相談を拡充するな
ど柔軟に対応してい
る。

A：高

コロナ禍において、子
育て家庭居場所とし
ても児童虐待の防止
に寄与する事業とし
て、優先度は高い。

ランク４ 現状維持

コロナ禍において柔
軟な事業展開が求め
られており、現状を維
持する必要がある。

Ｂ：改善・見直し
コロナ禍において子育て家庭の生活環境が大きく変化し、子育て家庭の幅広
いニーズに応えていくためにも、柔軟な事業運営が求められている。

88 0902-31
子育て支援
課

小学生の病児保
育助成事業

仕事などの理由で保護者が病気・けがで学校を休
んだ子どもの保育ができず、居宅訪問型病児・病
後児保育サービスを利用せざるを得ない場合、そ
の利用料を助成。
助成対象費用（保育料）の半額を、年度内5万円ま
で助成。生活保護、住民税非課税世帯は対象費
用の全額を年度内10万円まで助成。

42 C：未達成

令和2年度は新型コロ
ナウイルス感染症の
影響により、利用実績
が見込みを下回った
ため。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

保護者への周知徹底
のため、令和3年度か
ら、全保護者に年2回
の事業案内配付を開
始。

B：中

保育施設等在籍家庭
を対象とする同種事
業を拡張する事業で
あり、特に低学年の学
童クラブ在籍家庭へ
の支援として優先度
は高い。

ランク４ 現状維持

初年度実績に基づ
き、大幅な予算削減を
行っており、今後の利
用状況を見極める必
要があるため。

Ｂ：改善・見直し

事業開始初年度は、新型コロナウイルス感染症による未曾有の状況により、利
用実績が想定を大きく下回ったが、周知不足により助成対象者が本事業を活
用できないケースが発生しないよう、定期的な周知を徹底し、事業目的である
「子育てと就労の両立の支援」の実現を目指す。

89 0903-08 保育課
病児・病後児保育
事業

①病後児保育を実施する保育事業者に対して、運
営するための事業経費を委託費として支出する。
②病児保育を実施する診療所に対して、運営する
ための事業経費を委託費として支出する。
③民間のベビーシッター事業者等が実施する居宅
訪問型病児保育を利用した際の利用料の一部を
助成する。

35,834 A：達成
病児・病後児保育事
業の稼働率は年々上
昇している。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

新型コロナウイルス感
染症の状況に応じ、
制度の利用方法を検
討している。

B：中

病児・病後児保育事
業は、重点施策であ
る「保育施設・保育
サービスの充実」を実
施するための重要な
事業である。

ランク３ 現状維持
病児・病後児保育事
業への需要は今後も
続くと思われる。

A'：改善・継続

多様化する保育需要に対応できるよう保育サービスの充実が求められる中、ケ
ガや病気の回復期等で保育園に預けられない児童の受け皿としての機能をも
つ「病児・病後児保育事業」は重要な事業である。
今後は、新型コロナウイルス感染症による新たな課題に対応していくとともに、
利用方法等の周知を行い、制度を必要とする保護者が利用しやすいサービス
の提供をしていく必要がある。

16



No.
事業整
理No.

課名 評価事業名 事業概要
R02決算
（千円）

総合評価
（④）

今後の事業の
方向性

所管課の認識区が実施する優先度（③）成果指標の達成状況（①） 実施方法(②） 予算要望（⑤）

90 0903-09 保育課 一時保育事業

家庭で育児をしている保護者が一時的に育児する
ことができない時（通院、介護、リフレッシュ等）、区
立保育園において子どもを時間単位で預かるととも
に、一時保育を実施する私立認可保育所に対し
て、運営するための事業経費を助成する。

3,930
B：相当程
度達成

新型コロナウイルス感
染症の影響が大きい
令和2年度を除くと、
利用人数は増えてい
る。

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

新型コロナウイルス感
染症対策を徹底し、
緊急事態宣言後から
利用を再開した。

B：中

一時保育事業は、重
点施策である「保育施
設・保育サービスの充
実」を実施するための
重要な事業である。

ランク３ 現状維持
一時保育事業への需
要は今後も続くと思わ
れる。

A'：改善・継続

多様化する保育需要に対応できるよう保育サービスの充実が求められる中、家
庭で育児をされている方が仕事や通院等で一時的に子どもを預ける必要が生
じた場合の受け皿として、「一時保育事業」は重要な事業である。
今後は、新型コロナウイルス感染症の影響による保育需要の変化を把握し、状
況に応じて事業の検討を行っていく必要がある。

91 0903-17 保育課
認可保育所等誘
致・整備事業

私立認可保育所を新設整備及び改修整備する事
業者に対し、施設整備に係る経費の一部を補助す
る。

342,076 A：達成
待機児童ゼロの維持
ができている。

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

引き続き、子どもたち
の安全・安心な保育
環境の整備を進めて
いく。

S：最優先

待機児童ゼロを今後
も維持していくために
は、真に保育需要が
高い地域に誘致・整
備をしていく必要があ
る。

ランク２ 現状維持

今後も待機児童ゼロ
を維持していくために
は、一定数の整備が
必要である。

Ａ：現状維持
待機児童ゼロの維持は出来ているものの、保育需要はいまだ高水準であり、こ
うした需要に応えていくためにも、必要な地域に最低限の整備が必要である。

92 0903-21 保育課
区内保育施設イケ
バス活用事業

公立・私立の認可保育所及び幼稚園において、卒
園を控えた５歳児の園外活動を支援するため、イケ
バスを活用して区内周遊や「としまキッズパーク」、
「サンシャイン水族館」を訪れ、遊び・体験するツ
アーを実施する。

6,413
S：目標超
過達成

参加いただいた園か
らの満足度は高く、子
どもたちにも好評を得
ている。

A：先進的
（前年度
から改善
なし）

イケバスを活用した区
内を周遊する事業か
ら、遊びや学びを体
験できる園外保育の
充実につながる事業
へと変貌を遂げた。

A：高

区内保育施設の多く
は園庭がないことに加
え、新型コロナウイル
ス感染症の影響で行
事の実施についても
制約される中で、保育
活動の充実を支援し
ていくためには、区が
積極的に進めていく
必要がある。

ランク１ 増額

子どもたちの安全・安
心を守るため、日数、
時間に余裕を持たせ
た運行を確保する必
要がある。

Ｓ：拡充

園庭のない保育園が多数を占める中、園外保育の場を広げていくことは重要
な課題である。イケバスを活用したキッズパーク、サンシャイン水族館への送迎
はこうした課題への対応策であるとともに、子どもたちの思い出に残る取組みと
して重要であり、より多くの子どもたちに安全に楽しめるよう事業を進めていく必
要がある。

93 0903-31 保育課
子どものための文
化体験事業

アート系NPO法人と協働して、区内保育園にアー
ティストを派遣することによって、アウトリーチ型の文
化体験ワークショップを実施する。

1,900
B：相当程
度達成

実施園アンケートでも
高い評価を受けてお
り、園児に対しても優
れた芸術活動に触れ
る機会を提供すること
ができている。

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

新型コロナウイルス感
染症対策を徹底しつ
つ、実施時期や内容
など実施園の意向に
沿った文化体験活動
が実施されている。

A：高

区が主体となり優れた
芸術活動に触れる機
会を提供することは、
保育の質向上や次世
代の文化の担い手育
成につながり重要で
ある。

ランク３ 現状維持

保育園の数に比べ毎
年度の実施園は限ら
れており、区として文
化体験の機会を保障
する意味でも、最低限
現状維持での実施は
必要である。

A'：改善・継続

区内の保育園児に向けて、幅広く良質な文化プログラムを提供する事業は限
られており、独自のイベントを実施することが比較的難しい開設間もない園など
に対しても実施の機会を確保することで、区内全体で園児の文化的感性を磨く
ことができる。保育の質の向上、次世代の文化の担い手を育成するためにも、
事業を継続実施していく必要がある。

94 1001-02 都市計画課
豊島区都市づくり
ビジョン改定事業

「豊島区都市づくりビジョン」は、豊島区の将来を見
据えた都市計画に関する基本的な方針であり、策
定より概ね１０年後の令和７年に改定を予定してい
たが、平成２９年９月に東京都が策定した「都市づ
くりのグランドデザイン」や令和２年度に改定した都
市計画区域マスタープラン、都市再開発の方針等
の東京都の上位計画との整合を図るとともに各事
業やまちづくりを推進し、豊島区が目指す都市像
を実現するために「豊島区都市づくりビジョン」を一
部改定する。
【令和元年度】庁内関係各課意見照会、都市づくり
専門部会開催、改定素案まとめ
【令和２年度】都市づくり専門部会開催、東京都協
議、パブコメ実施、豊島区都市計画審議会へ諮
問、豊島区都市づくりビジョン改定

3,080 A：達成
「豊島区都市づくりビ
ジョン」の一部改定が
完了したため

A：先進的
（前年度
から改善
なし）

地域別まちづくり方針
の中で、詳細に表現
しにくい内容を「主要
な都市整備プロジェク
トの推進」として個別
に記載している点は、
２３区内で豊島区だけ
の先進的な取り組み
であると認識している

A：高

「豊島区都市づくりビ
ジョン」は、都市計画
法第１８条の２に基づ
き区市町村が定める
「都市計画に関する
基本的な方針」であ
る。この方針に基づい
て各地域で展開され
ているまちづくりや事
業は実施されている
ため、東京都の上位
計画等の改定にあわ
せて、豊島区都市づく
りビジョンを速やかに
改定することで、池袋
駅周辺をはじめとする
各地域で活発に展開
している都市づくりを
円滑に推進する必要
があるため。

ランク２
終了／廃
止

「豊島区都市づくりビ
ジョン」の一部改定が
完了したため

D：終了

「豊島区都市づくりビジョン」は、豊島区の将来を見据えた都市計画に関する基
本的な方針である。今回の改定は、平成２９年９月に東京都が策定した「都市
づくりのグランドデザイン」や、令和２年度に改定された都市計画区域マスター
プラン等の上位計画と整合を図るための一部改定であった。新型コロナウイル
スの影響もあったが、オンライン会議等を活用して審議会や都市づくり専門部
会を開催することで、区民や学識経験者等の意見を丁寧に伺いながら改定版
を完成することが出来た。

95 1001-03 都市計画課
池袋西地区エリア
マネジメント推進
事業

地元商店街や町会を中心とした池袋西地区まちづ
くり協議会において、エリアマネジメントの検討や池
袋西口公園の運営に関する意見交換、再開発に
関する情報提供などを行い、区と地域が連携しな
がらまちづくりを進める。

1,567 C：未達成

活動指標は9割程度
達成しているが、コロ
ナ禍により成果指標
が0%達成であるため。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

元年度より検討してい
た屋外広告物検討会
の書面開催は、2年度
要綱改正(web活用等)
により、今後の実施効
率が改善された。

A：高

SDGsモデル事業の中
心である三側面をつ
なぐ統合取組み「公民
連携による都市空間
活用プロジェクト」の事
業であるため。

ランク４ 現状維持

令和３年度予算にて
既に50%減額としつ
つ、適切に事業を推
進しているため。

Ｂ：改善・見直し

昨年はコロナウイルス感染症拡大により、まちづくり協議会が開催できなかった
が、公民連携によるまちづくり組織活動の展開は区が掲げるSDGsの最重要取
組であるので、引き続き推進していく。
また屋外広告物検討会についてはメールやリモートを活用して事務改善を達
成しているが、掲載基準を広く周知することにより基準適合の可否判断に時間
を要する広告数を減らすことを目指し、屋外広告物検討会における事務手続き
の負担減と事務の改善を進める。

96 1001-04 都市計画課

Hareza池袋・南池
袋公園周辺エリア
地区計画変更事
業

「Hareza池袋・南池袋公園周辺エリア地区計画変
更事業」は、Hareza池袋・南池袋公園周辺エリアに
おいて活発化する都市再生を推進するとともに、池
袋駅周辺で展開されている各事業やまちづくり、各
種計画などと整合を図り、目標とするまちづくりを早
期実現するため、制限及び緩和のまちづくりルー
ルの検討を行い、地権者や地域の方々と合意形成
を図りながら、令和3年度に都市計画変更手続きを
行う。

1,062 A：達成

新型コロナウイルスの
影響により、意向調査
アンケートや説明会が
実施できておらず進
捗が遅れているもの
の、スケジュール通り
令和３年度中の都市
計画手続きを予定し
ているため。

A：先進的
（前年度
から改善
なし）

地区計画制度だけで
なく、東京都のしゃれ
た街並みづくり推進条
例に基づく『街区再編
まちづくり制度』の『駅
周辺機能更新型』とい
う新しい制度をあわせ
て活用して、よりきめ
細やかなまちづくり
ルールの検討をして
いるため。（２３区内で
新宿駅東口地区の
み）

S：最優先

活発化する池袋駅周
辺における民間都市
再生を推進する事業
であり、部の主要課題
に該当するため。

ランク１
終了／廃
止

令和３年度に都市計
画手続きを実施予定
のため

D：終了

Hareza池袋・南池袋公園周辺エリアにおいて活発化する都市再生を推進する
とともに、池袋駅周辺で展開されている各事業やまちづくり、各種計画などと整
合を図り、目標とするまちづくりを早期実現するため、制限及び緩和のまちづく
りルールの検討を行っている。新型コロナウイルスの影響により、意向調査アン
ケートや説明会が実施できておらず進捗が遅れているものの、スケジュール通
り令和３年度中の都市計画手続きを予定している。
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97 1001-06 都市計画課
池袋駅東西連絡
デッキ整備事業

「池袋駅周辺地域まちづくりガイドライン」「池袋駅
周辺地域基盤整備方針2018」及び「池袋駅コア・
ゾーンガイドライン2020」に示す都市空間の実現に
向けて、東西連絡通路（北デッキ、南デッキ）整備
に関する調査・検討を進めるとともに、鉄道事業者
や駅周辺開発事業者との合意形成を図りながら、
東西連絡デッキ整備事業を推進する。

9,966 A：達成

ビックリガード上空
デッキの整備完了。北
デッキ計画の概略検
討により、施設計画の
概要を確認している。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

ビックリガード上空
デッキの施工実績と
北デッキ概略検討内
容との比較検証によ
り、今後の事業実施に
向けた課題を整理し、
主要な関係事業者で
あるJR東日本と共有し
た。

A：高

鉄道施設により分断さ
れたまちの東西を結
ぶ自由通路整備は、
池袋副都心の魅力向
上と今後の発展に欠
かせない施設（動線）
である。

ランク３ 現状維持

池袋駅周辺地域の都
市再生をけん引する
事業として、継続的に
実施していく必要があ
る。

A'：改善・継続

池袋駅周辺地域の都市再生では、過度に自動車に依存しない「歩行者優先の
まちづくり」に取組んでいる。池袋駅東西を直接結ぶ東西デッキ計画は、池袋
駅周辺地域の回遊性を飛躍的に向上させるとともに、池袋駅の防災性と利便
性を高めるなど、地域の都市再生をけん引する事業の一つとなる。本事業は、
多くの関係者との協議・調整により、関連計画の見直し・更新を実施していく必
要がある。

98 1001-10 都市計画課
東池袋一丁目地
区市街地再開発
事業

東池袋一丁目地区において、組合施行による市街
地再開発事業の実施に向けて、事業費の一部を
補助する。

404,086 A：達成
法定再開発事業であ
り、事業認可に向け着
実に進めている。

A：先進的
（前年度
から改善
なし）

区内で初めて都市再
生特別地区を活用し
た開発事例であり、令
和2年9月に都市計画
決定を受けた。

S：最優先

副都心都市再生に資
する事業であり、確実
に事業を進め、地域
貢献を実現させるた
め。

ランク１ 現状維持
事業の進捗に応じて
補助金の支出が必要
となるため。

Ａ：現状維持

本事業は、区内で初めて都市再生特別地区を活用して、池袋の発展に向けた
賑わいのある街並み形成をけん引する事業である。低未利用な土地の有効活
用と防災性の向上、アート・カルチャー都市構想の実現に資する機能導入を図
るものであり、令和２年9月に都市計画決定がされ、令和7年度の竣工を目指し
ている。区としても法定再開発事業として積極的に支援していく。

99 1001-11 都市計画課
グリーン大通りエリ
アマネジメント推
進事業

グリーン大通りエリアマネジメント協議会を中心とし
た地域の関係者による継続的なまちづくり活動の
仕組みの構築と、国家戦略道路占用事業などの実
施により、グリーン大通りの公共空間としての魅力
向上を図る。

10,392
S：目標超
過達成

成果指標の目標値に
対する実績値の達成
度が130%以上であ
る。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

イベント店舗間に食事
休憩のためのベンチ
やテーブルを設置す
ることにより、店舗あた
り売上平均３７%、利用
者数61%増が見られ
た。

A：高

グリーン大通りを中心
とした池袋駅周辺４公
園を核として「新たな
交流、表現、にぎわ
い」を創出すべく
ウォーカブルまちづく
りを推進している。

ランク１ 現状維持
現状の予算で効率的
な事業を実施できて
いる。

Ａ：現状維持

グリーン大通りエリアマネジメント協議会を中心とした地域の関係者と協力し、
引き続き国家戦略特区の規制緩和メニューを活用した事業を推進していく。
また、さらなるエリアの魅力と価値向上のために、4つの公園における事業と連
携し、ウォーカブルなまちづくりを推進していく。

100 1001-15 都市計画課
池袋副都心移動
システム推進事業

池袋副都心におけるLRT整備構想を見据えた移
動システムとして、地理に不慣れな来街者や高齢
者等の交通弱者にやさしく、環境に配慮した低速
電気バスを導入し有償運行を行う。本事業はプロ
ポーザルで公募したまちづくり団体・運営事業者と
連携し進める。

144,151
B：相当程
度達成

乗車人数及び貸切便
数はコロナウイルス感
染症の影響により未
達成ではあるが、最も
重要な指標の「池袋
で魅力あるまちづくり
が進んでいると思う割
合」が上がっている。

A：先進的
（前年度
から改善
なし）

環境に配慮した低速
電気バスを活用した
乗合運行（路線バス）
や貸切運行は先進的
ではあるが、乗客数の
増加を図る必要があ
る。

S：最優先

SDGｓ未来都市として
「人」が主役の国際
アートカルチャー都市
の実現に向け、池袋
駅周辺地区をはじめ
区内各地域の魅力の
向上を図るとともに、
文化と安全・安心を両
軸とするまちづくりを
進めるため。

ランク１ 現状維持
インバウンド等の来街
者の増加が当面見込
めないため。

Ａ：現状維持
インバウンド等の来街者の増加が直ぐに見込めない中、利用者の増加を図り経
費の削減を図るためには、区民や周辺地域からの来街者が利用しやすく親し
まれるIKEBUSを検討する必要がある。

101 1002-07
地域まちづ
くり課

震災復興まちづく
り模擬訓練事業

震災復興マニュアルに基づく震災復興まちづくり
模擬訓練を、地元住民参加によるワークショップ形
式で実施する。

0
D：大きく
未達成

コロナ渦により訓練実
施ができなかったため
全額未執行

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

コロナの状況、実施予
定地区の事業進捗等
を勘案して実施を検
討

A：高

　地域の防災まちづく
りの機運を醸成させ、
「地域力」を高めるうえ
で、必要性や有効性
が非常に高い事業で
ある

ランク４
終了／廃
止

コロナ渦での実施方
法、今後の実施地
区、復興マニュアルの
再考も視野に入れて
再検討を行う必要が
あるため

D：終了
地域住民、まちづくり専門家等が集まり、復興過程を検討していく訓練であり、
コロナ渦での実施が難しい。また、今後の実施地区や方法を再考すべき時期と
なっている。

102 1003-06 住宅課
安心住まい提供
事業

緊急に住宅を必要としている高齢者等に対して、
区が借り上げている165戸の民間賃貸住宅への案
内を行うとともに、部屋の修繕など維持管理を行う。

160,101 A：達成
借り上げ戸数を維持
しつつ、入居世帯数
は増加している。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

契約更新時に不動産
鑑定を実施し適正な
賃借料で契約を行っ
ている。また、令和2年
度は、単身用住戸か
ら世帯用住戸への借
り換えを行った。

A：高

賃貸物件オーナーの
約8割が高齢者世帯
の入居に拒否感があ
るなどの状況もあり、
区が事業を実施する
必要度は高い。

ランク３ 現状維持

緊急に住まい確保を
必要とする高齢者等
の居住の安定を図る
ため、事業を継続して
いく必要がある。

A'：改善・継続

取り壊し等により立ち退きをせまられ、緊急に住宅確保を必要とする高齢者等
が一定数いることから、本事業を継続していく必要がある。また、事業を継続し
ていくにあたっては、空室期間が長期にわたっている物件の返還や、地域的な
バランスに配慮しながらニーズにあった住戸確保に努める必要がある。

103 1003-07 住宅課
住宅セーフティ
ネット事業

民間賃貸住宅市場において事故やトラブルに対す
る不安等により、入居を拒まれることがある高齢者
や障害者、子育て世帯など住宅確保要配慮者の
居住の安定確保のため、住宅確保要配慮者円滑
入居賃貸住宅に入居する高齢者を被保険者とする
少額短期保険等の保険料に係る貸主等への補
助、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅（以下「専用
住宅」という。）への家賃低廉化、家賃債務保証料
低廉化に係る貸主等への補助を行う。
また、専用住宅の賃貸人に対し、予算の範囲内に
おいて当該専用住宅の改修工事に要する経費の
一部を補助する。

223 A：達成

登録住宅の登録件数
は飛躍的に増加した
が、専用住宅の登録
件数が増えていない。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

不動産団体と意見交
換を行い、令和2年度
は新たにチラシを作
成するなど、制度の周
知に努めた。

A：高

高齢者の入居に拒否
感がある物件オー
ナーが多い中、住宅
確保要配慮者用住宅
の確保を推進していく
必要がある。

ランク３ 現状維持

家賃低廉化補助の対
象住宅である専用住
宅の登録増に伴い、
予算の増が必要。

A'：改善・継続
セーフティネット住宅（専用住宅）の登録が停滞している。周知が十分ではない
ので、不動産団体やオーナーとの意見交換などから課題を収集・分析し、制度
に対する理解を促進していく必要がある。

104 1003-08 住宅課

東京におけるマン
ションの適正な管
理の促進に関する
条例に基づく事務
経費

「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関
する条例」に基づく届出や調査等に関する事務

42
B：相当程
度達成

都条例対象マンション
の管理状況届出書届
出率が当初の目標を
下回ってしまってい
る。

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

令和２年度が事業開
始の初年度であり、東
京都の指導に基づい
ておこなっている。令
和３年度以降、実態に
基づいて改善を行っ
ていく。

A：高

高経年マンションが対
象に含まれており、適
正管理が行われるよう
に指導する重要度は
高い

ランク４ 現状維持
東京都事務処理特例
による事務のため

Ｂ：改善・見直し

区内の分譲マンションのうち、築40年を超える高経年マンションが250棟を超
え、老朽化も進行するなど、的確な現状把握が必要となっている。管理状況届
出書が未提出のマンションや管理不全の兆候があるマンションに対して、集中
的に支援を行っていく必要がある。
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105 1003-09 住宅課
居住支援協議会
事業

・豊島区居住支援協議会及び登録居住支援団体
による入居支援や生活支援により、住宅確保要配
慮者の民間賃貸住宅への入居のサポートを行う。
・空き家・空き室のとしま居住支援バンクへの登録
を促進し、住宅確保要配慮者向けの物件として紹
介することで、豊島区における福祉の向上と豊かで
住みやすい地域づくりに寄与する。

829 A：達成

活動指標は成果は十
分ではないが、バンク
登録件数、登録団体
件数いずれも増加し
ている。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

令和2年度、居住支援
法人など居住支援を
行う関係団体とセーフ
ティネット専用住宅の
視察や意見交換会を
実施したほか、空き家
オーナー向けセミ
ナーや交流会を開催
し、連携を強化した。

A：高

法に基づき設置され
た協議会であり、地域
における安心居住、
居住支援活動におい
て重要な役割を担っ
ている。

ランク３ 現状維持

適宜予算の見直しは
図っていくが、活動を
維持するためには必
要最小限の予算確保
が必要である。

A'：改善・継続

居住支援協議会については、区も事務局の一翼を担いながら取り組みを推進
している。活動が見えにくいとのご意見もあり、事務局機能の強化を図っていく
必要がある。また、住宅確保要配慮者のための住宅確保や支援は福祉との連
携が必要不可欠であることから、協議会と庁内福祉部門との連携も強化してい
く必要がある。

106 1004-03 建築課
老朽建物除却費
助成事業経費

区から是正及び除却の命令を受けた老朽建築物
等かつ不良住宅の所有者に対して、除却費の
8/10（上限100万円）を助成する。

0 A：達成
区から是正・除却の命
令を受けた不良建物
所有者がいなかった。

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

特措法及び、適正管
理条例に基づき不良
建物所有者に対し、
助言・指導を行ってい
る。

B：中

区から是正及び除却
の命令を受けた不良
建物所有者を対象と
しているため。

ランク４ 現状維持

住宅・土地統計調査
により、区内空家総数
は、 27,350戸存在し、
このうち腐朽・破損が
ある住宅数は、5,300
戸程度あるため。

Ｂ：改善・見直し
老朽家屋を放置している不良建物所有者対して、特措法及び適正管理条例
に基づく、除却等の命令前に助言及び指導を行うことで建物所有者に改善さ
せる。

107 1004-04 建築課

土砂災害特別警
戒区域内擁壁等
対策工事助成事
業経費

土砂災害警戒区域内の擁壁等の所有者等からの
申請により、擁壁等の現状の把握、維持管理、対
策工事等の相談に対し、専門家である建築士を派
遣する。
土砂災害特別警戒区域内の擁壁等の所有者等か
らの申請により、擁壁等の補強設計に対しては要し
た費用（限度10万円）を、対策工事に対しては要し
た費用の1/2（限度500万円）を助成する。

117 A：達成
6件の専門家派遣が
できたから。

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

本事業は令和2年度
から開始したから。

A：高

熱海市の土砂災害の
例からも行政が積極
的に関与する必要が
あるから。

ランク３ 現状維持
昨年度と同様の事業
を実施するため。

A'：改善・継続

近年の自然災害の多発状況を鑑みると早急に解決しなくてはならない課題で
ある。
まずは、擁壁等の現状把握が重要であり、対象所有者全員に対する擁壁等専
門家派遣を目標に、事業活用の案内・説明を継続して行う。

108 1101-04 土木管理課
放置自転車対策
推進事業経費

放置防止の啓発活動を行うとともに、放置禁止区
域を指定し、適正な放置自転車撤去活動を行う。
区内で撤去した放置自転車を保管し、所有者へ返
還する。

202,145 A：達成

放置自転車台数は目
標に若干届かなかっ
たが、前年よりは減少
している。撤去自転車
返還率は目標を達成
した。（指標達成度
102％）

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

池袋駅周辺におい
て、重点的に取り組む
日を設け、警告・撤去
活動を強化した。返還
率68.6％は23区平均
61.3％を上回った。

A：高

区民ニーズからみて、
行政が果たすべき使
命として優先度は高
い。具体的には、令和
2年度では年間581件
の放置自転車の警告
や撤去に関する陳情
が寄せられており、区
民や来街者が「安全・
安心」に歩行でき、か
つ楽しく自転車利用
できる環境が整ったま
ちにして欲しいという
区民ニーズが依然とし
て高いと考えられる。

ランク３ 現状維持

放置自転車を減らす
ためには、条例に基
づく撤去活動の強化
は必然である。

A'：改善・継続
放置自転車が平成11年度11,468台から令和２年度439台まで激減したのは、
受け皿となる駐輪場の整備と放置自転車の撤去活動を両輪として事業を強力
に推し進めてきた事が最大の要因であり、継続的に実施していく必要がある。

109 1102-05 道路整備課
池袋西口駅前広
場モザイカル
チャー設置事業

区民及び地元企業との協働により、池袋駅西口駅
前広場及びモザイカルチャーの緑化を適正に維持
管理していく。

10,430 A：達成
適切な維持管理を行
えてるため

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

モザイカルチャーの
経済的な更新につい
て、地元と検討した結
果、
維持管理コストを抑え
らる緑化資材を購入
し、植替えている。

B：中

池袋駅前の緑化によ
るアートは、区が標榜
する国際アート・カル
チャー都市を区民や
来街者に広く発信し
ていくものである。

ランク３ 現状維持

専門技能を持った職
人により維持管理を
行っているため、継続
的な予算を必要とす
る。

A'：改善・継続
モザイカルチャーが設置されてから10年が経過している。これまで地元のボラ
ンティア活動と協働で維持管理活動を行っており、引き続き、池袋の顔としてふ
さわしいシンボルとして適切に維持管理していく。

110 1102-06 道路整備課 区道の整備事業

【区道の整備】　区内の幹線道路のバリアフリー化
等の整備。
【区道の整備（特定道路）】　副都心エリア内の重要
な幹線道路及び、それにつながる重要な幹線道路
の道路整備。
【立教通り整備】　無電柱化、歩道拡幅（一方通行
化）、修景等の設計。協議会等による地元合意の
形成。

199,293 A：達成
一部、工程の変更を
行ったが、確実に整
備を行っている

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

計画的に、バリアフ
リー化やヒートアイラン
ド対策に考慮した整
備をしている

A：高

バリアフリー法などに
基づく、バリアフリー化
の推進が道路管理者
に求められている

ランク３ 現状維持
事業進捗に合わせた
予算を要望している

A'：改善・継続

バリアフリー化や、環境に配慮した道路整備は、工事規模が大きくなるため、財
源の確保が課題である。国庫補助金や東京都補助金など特定財源の確保に
努める必要がある。

111 1102-09 道路整備課
豊島区無電柱化
事業

「防災」「安全」「景観」を目的に無電柱化を実施す
る。既設道路における無電柱化モデル路線として
「巣鴨地蔵通り」を先行整備する。本事業を事例と
し、区内全域における無電柱化の推進を図る。

174,687 A：達成
計画通り達成してい
る。

A：先進的
（前年度
から改善
なし）

浅層埋設工法や新素
材による埋設管などを
採用しながら、事業を
進めている。

A：高

安全・安心な発展都
市の礎となる事業であ
るため、優先して実施
する。

ランク２ 現状維持
事業進捗に合わせた
予算を要望している

Ａ：現状維持

巣鴨地蔵通りの無電柱化は、高幅員を持たない既存の道路のモデル路線とし
て、外部からも大変期待されている事業である。今後も新技術の採用や地域と
の連携等を積極的に行い「防災」「安全」「景観」を創出する道路整備を行って
いく。
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112 1103-04 公園緑地課

中小規模公園活
用プロジェクトモ
デル整備事業経
費

１．公園の特性と立地を活かし、地域のための場に
なるように見直す　〔公園ごとのニーズを掴む〕
２．今あるものを活かし、できることを見出す　〔面的
なハード整備に頼らない〕
３．活用の実践と実験をくりかえす　〔ソフト事業の
展開も含めて検証していく〕

4,316
S：目標超
過達成

目標値を越えた実績
を出すことができた

A：先進的
（前年度
から改善
なし）

園庭のない保育園の
ためのおもちゃ倉庫
の設置は他自治体に
は事例が無く、先進的
な実証実験に踏み込
むことができた

A：高

区民・地元企業・団
体・学生等による公民
連携に、区がリーダ
シップを発揮してＳＤ
Ｇｓモデル事業に取り
組んでいく必要があ
る。

ランク１ 増額

令和３年度東京都の
新規補助金が採択さ
れたため、３定補正予
算によりインクルーシ
ブ遊具等の設置拡大
を図る。

Ｓ：拡充

中小規模公園活用プロジェクトは、ＳＤＧｓモデル事業に選定されており、令和
４年度まで事業を進めていく必要がある。令和２年度はＳＤＧｓ補助金を活用
し、パークトラックの運行、園庭のない保育園を対象としたおもちゃ倉庫の設
置、コミュニティーガーデンの整備などを行うことができた。令和３年度は、東京
都の新規補助金を活用し、更なる事業の拡大を図る。

113 1103-06 公園緑地課
公園トイレ等改修
事業経費

　平成29年度より3か年計画で事業完了の予定で
あったが、85箇所もの数から設計の見直し等に時
間を要し、最終年度である令和元年度に全対象施
設の改修を完了させることが出来なかった。令和2
年度まで延伸したところではあったが、コロナ禍の
影響により予算は次年度繰越となり、令和3年度に
実施することにしている。（主な工事内容：和便器
の洋便器化、内外装工事、パーテーション工事、
給排水施設改修）
建替え：39施設、改修：39施設、他事業と一体整備
による建替え：3施設、建替え手法等調整中：4施設

96,763 C：未達成

コロナ稼における公園
利用者の増加に伴
い、様々な苦情が寄
せられるようになった。

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

改修方法の再検討を
必要とする7箇所を残
し、73箇所の建替え・
改修が完了した。残る
施設は和便器で共用
されていることから、部
分改修により早急に
改修案を検討してい
く。

S：最優先

としまF1会議で公衆ト
イレに関し多くの要望
が出されており、土木
担当部組織目標の第
1位に位置づけてい
る。国際アートカル
チャー都市にふさわし
く、臭い・汚いと言わ
れる公衆トイレを早急
に改修する必要があ
る。

ランク３ 現状維持

部分改修で済む15施
設のトイレは当初計画
から外れており、未だ
に和便器が使用され
ている。コロナ稼の
折、飛沫拡散を防ぐた
め、洋便器化の要望
が上がっている。

A'：改善・継続

これまで実施してきた「としまパブリックトイレプロジェクト」により、トイレの評価も
上がってきている。一方、トイレ本体の改修に至らない、部分改修で済む和便
器のあるトイレ15カ所は先送りされてきた。コロナ稼の折、飛沫拡散を防ぐた
め、蓋のできる洋便器化の要望もあがっており、今後も事業を継続し、国際
アートカルチャー都市にふさわしい成熟した都市環境を提供していく必要があ
る。

114 1301-07 庶務課
豊島ふくろう・みみ
ずく資料館の運営

・ふくろう・みみずくに関する資料の収集・保管
・豊島ふくろう・みみずく資料館における展示及び
企画事業
・庁舎内展示スペース（３階・10階）における展示及
び展示替え
・梟コレクション館（民間施設）における梟コレクショ
ンの貸し出し及び展示

127 C：未達成

新型コロナウイルス感
染症拡大に伴う臨時
休館やその後の人流
抑制策の影響のた
め、入場者数は計画
値を大きく下回った。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

企画展を開催しリピー
タの来館を促すため
の取組みを進めてい
るほか、ホームページ
の情報更新を頻繁に
行うとともに、コンテン
ツの充実も進めてい
る。

B：中

「ふくろう・みみずく」を
活用した本区の地域
ブランディングという
観点から、区が実施
する必要性は一定程
度ある。

ランク４ 現状維持
施設の運営にあたっ
ては、必要最小限の
コストで行っている。

Ｂ：改善・見直し

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、昨年度の入館者数は減少した。
一方で「小学校敷地内にあるふくろう・みみずくに特化した展示施設」という切り
口で複数のメディアに取り上げられた。来街者に対しては観光資源、区民に
とっては、地域への愛着をもたらす資源となるため、成果については来館者増
という観点だけでなく、本区のブランディングという観点からのアプローチにつ
いても検討・試行を行う。

115 1301-06 庶務課
幼稚園管理運営
経費

就学前の幼児に対して、育ちを支える機関として、
遊びを通しての総合的な指導を行うとともに、教育
時間終了後、希望する在園児を対象
に、預かり保育を実施する。

1,974 C：未達成
平成29年度以降、園
児数は減少を続けて
いる。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

平成３０年に池袋幼稚
園１園で試行実施した
長期休業中の預かり
保育を令和２年度の
夏季休業中から全園
（３園）で実施した。

A：高

区立幼稚園は、共働
き世帯の増加などを
背景とした社会状況
の変化に対応できて
いない部分があるが、
就学前教育の実践、
小学校との円滑な接
続、医療的ケアや特
別な支援が必要な子
どもへの教育の提供
など、区立幼稚園に
求められる役割は大
きい。

ランク４ 現状維持

区立幼稚園の運営経
費については、大きく
変化する要素がな
い。

Ｂ：改善・見直し

　区立幼稚園児数の減少傾向が続く中、預かり保育事業の拡充などを行って
きたが、歯止めがかからない。その背景には保育需要率の高まりによる保育施
設の増加などがある。一方で、区立幼稚園が医療的ケアや特別な支援が必要
な子どもの受け皿となっている現状もあり、そういったニーズは高い。
　区立幼稚園のあり方については、従前から認定こども園化を検討してきたが、
施設面の課題をクリアすることができず、具体的な検討に至らなかった。令和2
年度からは既存の幼稚園舎と近隣の保育園舎を活用した分園型認定こども園
を検討し始め、実現に向けた具体的な検討を進めている。

116 1301-03 庶務課
PTA活動支援事
業

保護者対象のＰＴＡ研修会を開催する。
ＰＴＡ連合会と教育委員会での共催事業を行う。

21 C：未達成

令和２年度は新型コロ
ナウイルス感染症の
影響により連合行事
の多くが中止となった
ため計画地を下回っ
た。

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

令和２年度は新型コロ
ナウイルス感染症の
影響により連合行事
が中止となったため。

B：中

　PTAは任意の社会
教育団体であるが、子
供たちの健全育成に
寄与するその活動が
果たす意義・役割は
大きいため、区が活動
を支援する必要があ
る。

ランク４ 現状維持
現状予算の範囲内で
事業実施している。

Ｂ：改善・見直し

ＰＴＡは、保護者と教職員が構成員となって、子供たちの健全育成のために活
動する任意の社会教育関係団体であるが、その活動は、学校教育への協力、
家庭教育に関する学習支援、地域行事等への参加、校外での安心・安全の確
保等多岐に渡っており、果たす意義・役割は大きい。しかし、自営業者が減り、
男女共同参画社会が進んだ今日において、役員選出が困難を極め、一部の
役員に負担が集中することから、ＰＴＡ活動への参加に消極的な意見も出始め
ている。
　ＰＴＡ活動を維持し安定的に運営していくためには、引き続き、保護者がＰＴ
Ａ活動に負担を感じず、より多くの人が参加しやすい組織づくりを進めることが
必要である。

117 1303-02
放課後対策
課

学校開放運営事
業

学校開放管理員・開放協力員を配置し、学校教育
に支障のない範囲で学校施設（校庭・体育館・教
室・武道場等）を有料（減免制度あり）で開放する。
また、学校ごとに地域住民及び学校関係者等で組
織する「学校開放運営委員会」を設置し、事業の推
進及び円滑な運営を図っている。

32,236 A：達成

緊急事態宣言中も小
学生の校庭開放を実
施し、児童の遊び場
を確保し利用者数が
増加した。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

他自治体の同事業が
休止している中、コロ
ナ対策ガイドラインを
作成し、地域住民の
活動の場を確保した。

A：高

子ども達の遊び場及
び地域住民の生涯学
習、スポーツ、レクリ
エーションの場と学校
施設の活用の需要は
高い。

ランク３ 現状維持

主に開放管理業務の
一部外部委託料と地
域の学校開放協力員
の報償費にかかる経
費

A'：改善・継続
コロナ禍においても子どもたちの安全な遊びの場を提供と地域住民の生涯学
習、スポーツ、レクリエーションの場として地域コミュニティの活用の需要は高
い。安心して利用できる環境を整備していく。

118 1305-03 指導課
豊かな人間性育
成事業（連合・キャ
リア・生活指導）

○区立小・中学校児童生徒の生活指導の充実徹
底を図るため、児童生徒の健全育成に関する事業
を行う。
○連合音楽会・図工展・作品展・書写展及び音楽
鑑賞教室を実施する。
○中学生が自らの将来を見据え、主体的に進路を
選択する能力や態度を育てるよう望ましい勤労観
や職業観を育むために、職場体験学習を実施す
る。

260
D：大きく
未達成

新型コロナウイルス感
染症の影響により連
合行事等実施しな
かったため。

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

「学校の新しい生活様
式」に則りオンラインに
よる情報発信等を行う
とともに、令和３年度
以降の実施方法見直
しを図った。

B：中
道徳や生活指導は
区・学校が実施すべ
き心の教育である。

ランク４ 現状維持

連合行事を実施する
場合は、現状の予算
を削減する余地はな
い。

Ｂ：改善・見直し

本事業のみでなく、新型コロナウイルスの影響により多くの教育に関する事業
が中止となった。一方で、本事業は、区立小中学校全校の児童生徒の作品を
展示したり、学校公開や生徒が地域で体験活動することにより、豊島区立小中
学校の教育活動を広く区民に広報するきっかけとなる事業であり、区民が期待
するところも大きい。今後は「新しい生活様式」に基づいた方法を検討し、実施
していく。

119 1305-05 指導課
いじめ防止対策推
進事業

「豊島区教育委員会いじめ防止対策推進条例」の
規定に基づき、豊島区教育委員会いじめ防止対策
推進委員会を開催し、いじめの事前予防策等につ
いて協議する。また心理検査を小学校3年生以上
の児童・生徒を対象に実施し、その結果を各校の
生活指導等で活用する。

7,055 A：達成

条例改正に則り、新た
にいじめ調査委員会
を開催した他、新型コ
ロナウイルスによる非
常時体制にも十分対
応した。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

学校長期休業後に
「校内心のケア委員
会」を設置し、児童・
生徒のケアを行った。

S：最優先

コロナ禍を通じて教育
現場が大きく変化し、
児童・生徒の心のケア
や指導方法改善が一
層求められている。

ランク１ 現状維持

データ比較の必要か
ら同一事業者に心理
検査を委託するため、
金額の大きな変更は
ない。

Ａ：現状維持

長期の臨時休業に伴い、これまでのいじめ防止に加え、日常から児童・生徒の
変化をきめ細かく見ていくことが、学校に一層求められる状況になった。心理検
査は、この状況下において、客観的な資料であり、心のケアに効果的な事業で
ある。
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No.
事業整
理No.

課名 評価事業名 事業概要
R02決算
（千円）

総合評価
（④）

今後の事業の
方向性

所管課の認識区が実施する優先度（③）成果指標の達成状況（①） 実施方法(②） 予算要望（⑤）

120 1305-07 指導課
教育都市としまを
担う人材育成事業

すべての教員を対象に、教職経験や校務分掌に
応じた各研修会を実施。区立幼稚園、小・中学校
の各教育研究会、教育研究活動等への経費補
助、部活動の活性化を目的とした中学校体育連盟
の運営補助において学力向上及び学習習慣の定
着を図る。

5,262
B：相当程
度達成

計画値を１校上回った
ため。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

研究奨励校を廃止し
研究推進校と研究開
発指定校に変更し
て、教育課題の解決
へ向け、区の施策に
則った研究を行うよう
改善した。

A：高

新学習指導要領、デ
ジタル化及び「新しい
生活様式」に則り大き
く変化する教育現場
に対応できる教員の
育成が求められるた
め。

ランク３ 現状維持

一定水準の研究活動
及び研修を実施する
ために従来ベースの
予算を要するため。

A'：改善・継続

新学習指導要領の完全実施や一人１台タブレットＰＣの配付による、授業の在
り方の変化に伴い、教員の授業力・指導力の向上は急務である。別方、「新し
い生活様式」に基づいた研修方法についても検討を必要とされている。学校が
喫緊の教育課題に応えることは、学校教育への最大の信頼につながることか
ら、今後も引き続き、「新しい生活様式」に基づいた実施方法を検討し、感染状
況に影響されない事業の実施を講じていく。

121 1305-10 指導課
区立学校法律相
談（スクールロイ
ヤー）事業

学校問題に明るい外部の弁護士に「スクールロイ
ヤー」として、学校法律相談、保護者面談等への同
席、研修や法教育授業での講師を依頼する。

464 A：達成

新型コロナウイルス感
染症に伴う学校休業
後からの実施であっ
たが、事業初年度とし
て目標を達成したた
め。

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

事業初年度であるた
め。

A：高

法律の専門家に依頼
することが望ましい学
校問題に対応する教
員の負担を削減する
ことにより、教員の働き
方改革に資するた
め。

ランク３ 現状維持
2年度事業開始のた
め、実績を積み重ね
て判断していく。

A'：改善・継続
学校のみでは解決しきれない複雑化したいじめ問題をはじめとする、学校問題
に法律の専門家である弁護士がかかわることで、解決までに学校の負担を軽
減したり、未然防止に役立っている。

122 1305-12 指導課
都市型環境教育
推進事業

高密都市ならではの都市型環境教育を推進し、区
立小学校３年生を対象に区役所庁舎見学（豊島の
森の見学・ＤＶＤ視聴、防災危機管理課・環境政策
課からの事業説明等）を実施する。

0 C：未達成
新型コロナウイルス感
染症の影響により事
業を中止したため。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

事業は中止となった
が、全校実施から希
望制に変更したため、
児童交通費の削減が
見込まれた。

C：低

環境教育は各学校で
行っており、庁舎見学
による環境教育の意
義は低くなっている。

ランク４ 減額
他の施設の活用等に
より、庁舎までの児童
交通費は削減できる。

Ｃ：縮小

ＳＤＧｓ達成の担い手育成事業の開始により、今後は本事業で培われきた、人
を取り巻く「自然」「文化」「社会」「経済」等の環境に関する概念を多面的にとら
え、児童・生徒に学びに合わせて、区長部局と教育委員会が連携した枠組み
づくりを推進していく。

123 1305-09 指導課
教員の働き方改
革事業

教員の出退勤管理システムを導入し、運用・管理
するとともに、紙媒体で行っている休暇申請等もシ
ステム処理化する。

15,139 A：達成
小・中学校教職員の
平均在校時間が減少
した。

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

システム保守業者に
在校時間データの提
出を依頼しているが開
発未完により教職員
の一部服務管理を紙
媒体で行っているた
め。

A：高

教育委員会が教員の
業務量の適切な管理
を行うよう、法的根拠
に基づいた文部科学
省指針が示されてい
るため。

ランク３ 増額

休暇振替管理・時間
外管理・旅費管理の
機能の追加により、正
確な在校時間を算出
し、教員の服務管理
をより適正に行うた
め。

A'：改善・継続
文部科学省指針に基づき、教員の業務量の適切な管理を行うため、引き続き
システムによる服務管理を推進していく。

124 1601-01 議会総務課

障害者の差別解
消に係る合理的
配慮の充実（イン
ターネット議会中
継への手話通訳
導入）

①各定例会初日、区長の所信表明・招集あいさつ
に手話通訳を入れて、インターネット中継（ライブ、
録画）を行う。（年４回）
②各定例会の一般質問において、手話通訳を入
れて、インターネット中継（ライブ、録画）を行う。（年
４回×２日）

673
B：相当程
度達成

専門用語が多く高度
な技術が要求される
議会において、事前
準備ができ手話通訳
が可能な会議につい
ては実現できている。

A：先進的
（前年度
から改善
なし）

傍聴者への手話通訳
対応をしている区は
増えているが、中継用
に手話通訳を配して
いるのは23区中まだ5
区のみである。

A：高

SDGsの目標にも係る
誰一人取り残さない社
会の実現に向け、より
開かれた議会を目指
す上でも必要な事業
である。

ランク３ 現状維持

現時点では現状の予
算の範囲において事
業の実施が可能であ
るが、事業者との交渉
を踏まえ、今後も適正
な予算要望を行って
いく。

A'：改善・継続

専門的かつ高度な技術を要する手話通訳のため、対応できる手話通訳者に限
りがあることに加え、事前に資料の準備が可能な会議体でないと実施はなかな
か難しいと考える。また、事業開始からまだ2年ということで、契約金額について
も事業者と協議を重ねながら適正額について模索している状況でもあり、当面
は現状の実施内容を維持しながら、他の会議への実施の可否等の検討を続け
ていく。

※総合評価がＳの事業は黄色の網掛け、Ｃ、Ｄの事業はグレーの網掛けで示す
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（２）Ｃ表（公会計分析付）総合評価結果一覧

No.
事業整
理No.

課名 評価事業名 事業概要
R01決算
（千円）

総合評価
（④）

今後の事業の
方向性

所管課の認識

1 0105-01 広報課
広報としま発行経
費

区の施策やイベントなどの行政情報を広く区民に
お知らせするために広報紙を発行している。
・情報版：月３回（1月1日号を除く）
・特集版：月1回
※視聴覚障害者のために声と点字の広報も作成
し、利用者に個別配送している。

73,801 A：達成
指標①、②ともに目標
を達成している。

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

個別配送は、令和３年
６月時点で１６区が実
施している。

A：高

区政情報を入手する
手段として最もニーズ
が高いものが広報とし
まである。

ランク３ 現状維持

引き続き区政情報を
区民に周知していくた
めに、現状の予算を
維持していくことが必
要である。

A'：改善・継続
新聞折り込み部数が引き続き減少しており、個別配送の果たす役
割が増加している。

2 0106-05 区民相談課
コールセンター運
営事業

午前8時から午後7時まで、年中無休で代表電話番
号を利用したコールセンターを運営する。電話交
換業務のほか、定型的な問合せにはオペレーター
が直接回答する。

92,331
B：相当程
度達成

問合せ対応に要する
時間は目標を上回っ
ているが、応答率、顧
客満足度について
は、高い水準で推移
しているものの、目標
を下回った。

A：先進的
（前年度
から改善
なし）

区民にとって利便性
の高い代表番号との
一体型での運用に
は、オペレーターの高
い能力が求められる
など、導入するために
は障壁がある。そのた
め、採用している自治
体は少数であり、他の
特別区と比較しても先
駆的な取り組みであ
る。

A：高

コールセンター事業
は、新庁舎オープンと
同時に開始した目玉
サービスの１つとして、
区民及び議会に報告
しスタートした看板事
業である。区役所の顔
として広く定着してお
り、区民生活を支える
インフラともいえる行
政サービスである。

ランク３ 現状維持

令和元年度実施のプ
ロポーザルにおいて、
令和２年度からの３年
間を同額の運営経費
として調達している。

A'：改善・継続
コールセンターは区の基幹業務であるため、引き続き、安定的な運
営に努める。FAQについては、定期的なメンテナンス作業を実施す
るとともに、内容の充実を図っていく。

3 0204-09
防災危機管
理課

資機材等備蓄・配
備関連事業

災害時における食料や飲料水などの備蓄品を配
備する。
火災発生時に使用する街頭消火器の設置、補修
を行う。

70,307 A：達成

想定避難生活者3日
分の食糧、飲料水に
ついて計画通りの備
蓄を進めている。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

従来1日分としていた
備蓄食料を3日分に
積み増すことで、災害
発生時の区民への適
切な対応を可能にし
た。

S：最優先

部の主要課題として
「備蓄物資の有効活
用」を位置づけてお
り、災害発生時に区民
を守る取り組みとして
最優先と考えている。

ランク１ 現状維持

備蓄物資を積み増し
た後も、定期的な入れ
替え管理が必要であ
り、現状の予算が継続
して必要となる。

Ａ：現状維持

前年度と同規模での備蓄物資の積み増しを想定しており、ロング
タームでの備蓄物資の適切な入れ替え等の管理と合わせて、いつ
災害が起きても適切に対応できる準備を効率性の視点を常に忘れ
ず今後も継続していく。

4 0205-01 財産運用課
庁舎維持管理業
務

本庁舎について、来庁者、職員・議員等が快適に
利用できる環境を整備するため、適切な維持管
理、必要な修繕、効果的なレイアウト等を行う。

582,980 A：達成

修繕件数の増加や人
件費高騰等により、基
本維持管理経費は高
騰傾向であるが、計画
値以下に収まってい
る。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

来庁者が利用しやす
い庁舎を念頭に、屋
内外の案内板を改善
するなど必要な見直し
を行っている。

B：中
恒常的かつ義務的な
業務であるため。

ランク３ 現状維持
前年度ベースの予算
を要望する。

A'：改善・継続

競争入札およびプロポーザルにて契約を行っており、月別維持管
理経費（平米単価）を旧庁舎時代と比較しても低く抑えられている
ため、適切なコストで運用していると認識している。今後も、区民
サービス及び政策の発信拠点としての庁舎を念頭に、最小の経費
で最大の効果が得られる運営につとめていく。

5 0402-01
地域区民ひ
ろば課

地域区民ひろば
自主運営推進事
業

区民ひろばの自主運営を推進するため、地域活動
団体や区民ひろばの利用者で構成する「運営協議
会」のＮＰＯ法人化を支援する。NPO法人化した運
営協議会へ区から区民ひろば運営業務を委託し、
ＮＰＯ法人は、区民ひろばの運営方針や事業計画
の決定、事務局員の雇用と人事管理、事業の実
施、施設の管理等を行う。

287,858 A：達成 目標値を達成した。

A：先進的
（前年度
から改善
なし）

NPO移行への機運上
昇のための説明会を
開催するとともに、前
年度に引き続き負担
軽減策拡充を図る。

A：高

区民ひろばを新たに
「SDGsの拠点」として
機能強化を図るため、
自主運営の更なる推
進が必要となってい
る。

ランク２ 増額

既に自主運営に移行
している地区について
も人事・労務の事務負
担の軽減を図る。

Ａ：現状維持

今年度から自主運営が11地区となり、22地区中半数がNPO法人が
運営することとなった。区民ひろばを新たに「SDGｓの拠点」として位
置付け機能強化を図るうえで自主運営の更なる推進が必要であ
る。

6 0403-01 総合窓口課
住民基本台帳事
務経費

庁舎移転後より戸籍届出、住民異動（印鑑登録）、
戸籍・住民票証明類発行の業務に加え、住所異動
に伴う他課業務の一部・発行証明の種類を拡大す
るなど取り扱い業務を増やし、１か所で届出等が完
了する総合窓口を開設している。

684,844
B：相当程
度達成

ここ数年人口の漸増
に伴って増加する業
務量に対して、業務
改善等により待ち時
間の短縮を図ってい
る。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

業務委託と直営部分
の見直しを実施。前年
度には実施しなかっ
たシステム障害時ロー
ルプレイ研修などの危
機管理研修や朝職員
交付業務開始に伴う
交付窓口研修など職
員のスキルアップ研修
を開催。

A：高

住民に関する記録を
適正に管理すること
で、住民の利便の増
進及び行政の合理化
に資する区政の根幹
をなす業務である。

ランク３ 現状維持
総合窓口のあり方を
検討し、R4年度に要
望予定。

A'：改善・継続

　平成30年度に偽装請負の指摘を受け、業務の見直しを行った結
果委託範囲を縮小した。さらに、R2年11月から始まった現行窓口
業務委託契約においては、更に一部業務を直営に戻すなど新た
な業務仕様としている。また、窓口待ち時間の短縮について、改め
て要望も受けている。こうした課題に対応していくために昨年度から
総合窓口のあり方を検討しており、窓口業務の見直し、証明書等
郵送業務の委託化、オンライン申請などのデジタル化を検討してい
る。適正かつ効率的に業務を行いながら窓口待ち時間の縮減、来
なくても済む区役所など区民にとって利便性の高い窓口となるよう
取り組んでいく。

7 0404-05 税務課
滞納処分事務経
費

納期内納税の推進、督促・催告・滞納処分の早期
着手により現年度分の徴収を徹底するとともに、滞
納繰越額の圧縮に計画的に取り組むなど、収納対
策の充実を図る。
また適正かつ効率的な税務行政を遂行するため、
職員の専門知識習得など人材育成に取り組み、常
に業務の運営方法を見直し、業務改善に努める。
※滞納繰越…前年度以前に課税し、未徴収のた
め現年度に繰り越した税金（例：R2年度の滞納繰
越分…Ｒ元年度以前に課税された住民税）

23,633
B：相当程
度達成

活動指標のうち、差押
件数は目標に届かな
かったが、財産調査
件数は大幅に目標を
上回った。成果指標
は達成できない項目
があった。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

財産調査や差押えな
ど事務作業にかかる
時間を、RPA導入など
によりオート化し短縮
した。

A：高

滞納の長期化、不良
債権の増加は、税全
体の収納率に影響を
及ぼすため。

ランク３ 現状維持

限られた人員体制の
なかで最大限の効果
を得るために現状の
予算は必要である。

A'：改善・継続

財源を確保するためには、適正課税、納期内納税が欠かせない。
滞納者を放置することは区財政を圧迫するとともに、納期内納税に
関するモラルの低下を招く。徴税の公平性を保つため、滞納整理
の基本となる、文書による催告（督促・催告）、電話・訪問による催
告により、確実な自主納付を促していくとともに、それでも納税や相
談のない滞納者に対しては積極的に調査（所在調査、財産調査）
を行い、資力の有無を判断したうえで適法・適切に差押処分や執
行停止、不納欠損を引き続き行っていく。

区が実施する優先度（③）成果指標の達成状況（①） 実施方法(②） 予算要望（⑤）
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R01決算
（千円）

総合評価
（④）

今後の事業の
方向性

所管課の認識区が実施する優先度（③）成果指標の達成状況（①） 実施方法(②） 予算要望（⑤）

8 0501-30 生活産業課
遠隔地施設管理
事業

公設民営施設である「山中湖秀山荘」「猪苗代四季
の里」の一部土地賃借料や修繕費用の負担、宿泊
費の一部補助などを行っている。「広報としま」や、
区民センター大型ビジョンで利用促進のＰＲをす
る。令和2年度にプロポーザル方式の譲渡先公募
を実施し、選定された事業者と売却の契約及び協
定書を取り交わし、令和3年4月に土地・建物を引き
渡すが、物件引渡し後5年間は協定により区民優
遇サービスは継続する。

48,866 C：未達成

一時的にGO TO　トラ
ベル事業で利用者数
が回復したが新型コロ
ナ感染状況悪化によ
る緊急事態宣言、外
出自粛により目標を大
きく下回った。

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

運営費補助金により
事業継続を図ってい
る。

C：低

低予算で利用できる
宿泊施設や有名観光
地への交通網発達に
より区立の保養施設
の必要性が薄れてい
る。

ランク４
終了／廃
止

施設の土地・建物売
却済み

D：終了
土地・建物の売却が完了し、協定に基づく交付金も支出した。協定
により今後5年間は従前どおりの条件で区民が利用できることとなっ
ている。

9 0505-01 図書館課
中央図書館閲覧
貸出関係経費

「図書館法」「豊島区立図書館の管理運営に関す
る規則」「豊島区立図書館基本計画」に基づく図書
資料の収集、整理。保存及び閲覧貸出事業、読書
会等の諸事業を実施する。

105,128 C：未達成

令和2年度は、緊急事
態宣言に伴い全国的
に図書館が休館した。
豊島区においても4月
9日～5月27日まで全
館休館、その後も開
館時間縮小や滞在時
間を限定するなどの
対応を行ったことで、
来館者数が減少し
た。また、池袋図書館
が大規模修繕により
半年間休館したことも
利用者減に影響して
いる。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

図書館は開館を前提
に感染防止対策を徹
底したうえで開館して
いるが、ソーシャル
ディスタンスを保つた
め、閲覧席は半減し
ている。また、度重な
る緊急事態宣言やま
ん延防止措置などに
より、滞在時間を縮小
しているため、来館者
数の増加には少し時
間がかかる見込みで
ある。しかしながら利
用ニーズは高く、安全
に来館してもらえるよ
う、感染対策を徹底し
ている。

S：最優先

外出を控えるなど、
個々の感染対策が進
む中で、図書館の
ニーズは増している。

ランク３ 現状維持

現状維持としながら
も、より区民のニーズ
にあった、資料の収集
と活用に努めていく。

A'：改善・継続

コロナ禍の現状、図書館は「少人数で短時間利用」をお願いしてい
る状況であるが、感染対策を徹底し、いつでもだれでも本を読み、
借りることができる施設としての役割は非常に大きい。今後も資料
の充実とともに企画展示をはじめとする発信や読書相談など、図書
館ならではの取り組みやサービスの充実により魅力を高めていく。

10 0603-05
ごみ減量推
進課

資源回収事業
ごみの減量を図るため、8品目12分別による資源回
収（週2回）を実施している。

532,046
B：相当程
度達成

令和２年度第一四半
期は、新型コロナウィ
ルス感染症拡大の影
響によりごみ量が増加
したが、以降はほぼ例
年どおりとなってい
る。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

平成7年に他区に先
駆け資源回収を開始
して以降、順次品目
や回数を増やし充実
を図っており、さらに
今後、現行２区のみ実
施の製品プラも含め
たプラ資源回収の導
入の検討を進めてい
る。

S：最優先

資源回収・ごみ収集
は区民生活に欠かせ
ない重要なインフラで
あり、SDGs実現・循環
型社会形成のため
に、必要不可欠な事
業である。

ランク２ 増額

プラスチック分別収集
の導入にあたり、説明
会や動画の作成、ア
プリの導入等区民へ
の丁寧な周知を行う。
また、新たな収集体制
や回収した資源の保
管・選別施設の確保
等、準備を進めてい
く。

Ａ：現状維持

資源の有効活用の中核をなす事業で、ごみの減量にも大きく貢献
している事業である。SDGs未来都市である本区の環境面での取組
みの柱となるプラスチック分別収集の導入により、さらなるごみの減
量、資源の有効活用につなげていく。

11 0604-04
豊島清掃事
務所

廃棄物収集作業 効率的で安定した廃棄物の収集運搬を行う。 541,261
B：相当程
度達成

　区民意識調査の満
足度は横ばいである。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

　可燃ごみ収集にお
いても作業員付雇上
車両を活用し、直営
体制の効率化を進め
ている。

A：高

　23区においては雇
上委託を活用した各
区直営方式により、公
衆衛生の保全と環境
美化に努めている。

ランク３ 現状維持

　技能系職員の退職
に伴う雇上委託拡大
により、人件費が減少
する一方で委託経費
は増加していく。

A'：改善・継続

　技能系職員の大量退職期を迎えているが、家庭ごみ量は横ばい
である。このため雇上委託の拡大と事業費の増額が避けられない
状況にあるが、二十三区の清掃事業は雇上委託を活用して統一
性・効率性を確保するために、各区が一定程度の直営職員体制を
維持する必要があり、他区17区が新規採用を実施した技能系職員
の採用について豊島区においても具体的検討を早急に進めなけ
ればならない。

12 0604-05
豊島清掃事
務所

粗大ごみ収集
区民から排出される粗大ごみを委託により収集・運
搬する。

276,052
B：相当程
度達成

　区民意識調査にお
ける満足度は若干上
昇したが、粗大ごみの
増加により収集までの
待ち日数が伸びてい
ることや不法投棄件数
の増加も見られ、状況
改善の必要が認めら
れる。

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

　申込から収集まで完
全に委託し日曜収集
も実施している。
　家具等製品の安価・
低寿命化により粗大ご
み処理件数が年々増
加しているため臨時
収集車両を増車した
が、待ち日数は令和
元年度同様３週間程
度となっている。

A：高

　転居時や買換え等
により発生する不要物
を可能な限り速やか
に廃棄できる仕組み
を維持することが住環
境の安定に大きく資
する。

ランク４ 現状維持

　近年の粗大ごみ件
数増加を一時的なも
のと考え柔軟に対応
するため臨時収集車
両を増車してきたが、
区民の待ち日数も
年々伸びている。令
和３年度以降は通年
で収集車両を増車す
ることによりサービス回
復を図る。

Ｂ：改善・見直し

　令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の自粛期間に
家具を整理する家庭が多く、粗大ごみ収集件数が想定以上に増加
したと考えている。一方で、家具やベッド、電気製品、自転車等が
安価・低寿命化しているため、今後も粗大ごみは増加し続けると思
われる。
　このため、粗大ごみが多くなる時期に車両を増車して臨時収集す
る方法では区民の待ち日数短縮に結びつかなくなっており、転居
等にも影響を及ぼす恐れがある。

13 0702-03 福祉総務課
コミュニティソー
シャルワーク事業
経費

コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）は、地域福
祉を推進するコーディネーターとして、①専門相談
支援機関へのつなぎ役、②個別支援・地域支援を
通じた地域づくり、③関係機関との連携支援などを
行う。

112,823
B：相当程
度達成

別相談支援件数は目
標を上回っているが、
地域団体等支援・連
携件数は目標を下
回っている。

A：先進的
（前年度
から改善
なし）

全地域を対象に、区
の事業としてＣＳＷを
専任配置しているの
は、本区のみである。

S：最優先

部の主要課題である
「引きこもり支援の推
進」にあたっては、属
性や対象を問わず、
区民・世帯の複合課
題や制度の狭間の
ニーズへの課題解決
支援を行うＣＳＷとの
連携が不可欠なた
め。

ランク１ 現状維持
引き続き、現在の取り
組みを継続するため。

Ａ：現状維持

・改正社会福祉法（R3年4月施行）において、地域住民の複雑化・
複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築する
ため、相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実
施する重層的支援体制整備事業が法定化された。
・この事業では、相談支援及び地域づくりにおいて、介護、障害、
子ども・子育て、生活困窮分野の既存の各事業を一体的に実施す
ることとされている。
・コミュニティソーシャルワーク事業は、こうした国の動きを先取りす
る取組である。
・区としては、来年度から重層的支援体制整備事業の本格実施を
予定しており、引き続き、コミュニティソーシャルワーク事業を推進し
ていく必要がある。

14 0705-12 生活福祉課

生活保護法に基
づく保護費・就労
自立給付、返還金
収入事業

同法の基準により、生活扶助、教育扶助、住宅扶
助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、
葬祭扶助を給付する。

14,367,097 A：達成
保護率は景気等によ
り増減するが、適正に
保護を行っている。

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

会計年度任用職員や
委託事業を活用し、
事業の適正化、効率
化を図っている。

A：高

国民の最低生活の保
障や自立の支援のた
めに、必須の事業で
ある。

ランク３ 現状維持
近年の保護世帯数は
約6千世帯で、ほぼ横
ばいである。

A'：改善・継続
今後も、生活保護法等に基づき、保護を適正かつ効率的に実施し
ていく。

23



No.
事業整
理No.

課名 評価事業名 事業概要
R01決算
（千円）

総合評価
（④）

今後の事業の
方向性

所管課の認識区が実施する優先度（③）成果指標の達成状況（①） 実施方法(②） 予算要望（⑤）

15 0801-01 地域保健課 がん検診事業

区民を対象として、胃がん、肺がん、大腸がん（通
年実施）、子宮頸がん、乳がん、前立腺がん（5月～
1月）検診を実施するとともに、26年には胃がんリス
ク検診（20、30歳にピロリ菌抗体検査、40,50歳に
ABC検診）のほか30、36、40歳には子宮頸がん併
用のHPV検査を導入し、がん検診の普及啓発・受
診勧奨を実施。30年度には、胃内視鏡検査を導入
すると同時に79歳以下の対象者全員に受診チケッ
トの送付を導入し、受診率向上を図る。令和元年よ
り胃がんリスク検診（ピロリ菌抗体検査）の対象年齢
を20～39歳に拡大した。

542,347
B：相当程
度達成

新型コロナ対応のた
め、イベント中止や健
診休止期間があった
ものの、再開後は受
診者数が例年並みの
検診もあった。

A：先進的
（前年度
から改善
なし）

年度当初に対象者全
員へ受診チケット(約
16万通)を発送し受診
勧奨、胃・肺のがん検
診にインターネット予
約を導入し利便性の
向上を図っている。

A：高

がんは区民の死因第
１位の疾患であり、医
療の進歩により早期
治療により治癒や生
存率上昇も見込まれ、
早期発見のための検
診実施は区の責務で
ある。

ランク３ 現状維持

胃がん、肺がんの受
診希望ニーズは高く、
予定件数では不足し
ている状況であり、受
診率を上げるには予
算が必要である。

A'：改善・継続

がん検診については、対象者に５がん（胃・肺・大腸・乳・子宮）をま
とめた受診券の個別送付方式後に受診者が増えており、特に胃が
ん・肺がん検診は予算件数を超過して受診希望がある。個別送付
により、がん検診に関心の低い方にも確実に周知ができ、受診に
繋がっている。年齢・ターゲットを絞り、早期発見による効果が高い
層には再勧奨を実施する等、がんによる死亡を減らし、区民の健康
に寄与する本検診は拡充していくべきものである。

16 0902-17
子育て支援
課

ひとり親家庭の自
立促進事業（ひと
り親家庭等医療費
助成事業、児童育
成手当支給事業、
児童扶養手当支
給事業を統合）

【児童育成手当・児童扶養手当】18歳（18歳に達し
た日以後最初の3月31日まで）の児童を養育する
母子・父子・養育者家庭のひとり親家庭、中程度以
上の障害がある20歳未満の児童を養育する家庭の
保護者に手当を支給する。所得制限あり。
【ひとり親家庭等医療費助成】
母子・父子・養育者家庭等のひとり親家庭が医療
機関で保険診療を受けた際に支払う自己負担金の
一部または全部（保険対象外の診療は除く）を助成
する。所得制限あり。

915,688 A：達成
ひとり親家庭等の需
要に応えることができ
ている。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

委託事業者が区民か
ら受けた意見をもと
に、区民から見て分か
りやすい様式修正を
することで記載不備等
の発生を抑える工夫
をするなど、より効果
的な実施方法を事業
者と協議をしながら検
討し、実行している。

A：高

ひとり親、障害児養育
家庭の経済的負担の
重さについて、現況届
の際に多数の声が寄
せられている。その負
担軽減のために、非
常に有効性の高い事
業である。

ランク３ 現状維持

ひとり親家庭、障害児
を養育する家庭の生
活の安定、心理的不
安や経済的負担の軽
減に資する事業であ
り、継続実施が必要な
ため。

A'：改善・継続

ひとり親家庭、障害児を養育する家庭の生活の安定、心理的不安
や経済的負担の軽減に有効で実効性のある事業であるため、引き
続き実施していくべき事業である。今後、新型コロナウイルス感染
症の影響による景気悪化により対象者数の増加が見込まれること
から、業務を進めるうえで正確性を担保しつつ、より効率的な実施
方法を検討していく必要がある。

17 0903-01 保育課
認可保育所（公
立）の運営・助成
事業

保護者の就労等により保育を必要とする乳幼児を
保育するため、認可保育所（公立）の運営を行う。

232,846
B：相当程
度達成

待機児童ゼロととも
に、「地域の保育需要
に応じた保育施設の
整備、保育サービスの
向上が図られている」
ことに肯定的な割合も
上昇傾向にある。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

ICT化の推進ととも
に、全ての区立保育
園が3年に一度の第
三者評価を実施して
いる。評価結果をもと
に、保育園の様子の
情報発信を充実させ
るなど、改善を図って
いる。

S：最優先

待機児童ゼロの継
続、またコロナ禍にお
ける社会機能の維持
に不可欠な施設であ
る。民間の保育施設
が増える中、児童福
祉施設である認可保
育所として保育の質
の向上など、区立が
担う役割は極めて大き
い。

ランク２ 増額

区立保育園のICT化
を更に進めるととも
に、特に配慮が必要
な子どもへの対応（医
療的ケア児受入れの
人材育成等）なども含
め保育環境の充実を
図っていく。

Ａ：現状維持

多くの児童を保育する公立保育所の安定的な施設運営と適切な
事業執行は区の責務である。運営にあたっては、待機児童ゼロへ
の受け皿としての機能を担い、園児・保護者により良い保育を提供
し、区全体の保育の質の向上を牽引する役割を果たしていく。ま
た、ウィズコロナにおける感染症対策をはじめ、法改正等に伴う新
たな課題への対応など今後も適切かつ柔軟な対応が求められる。

18 1101-05 土木管理課
自転車駐車場管
理運営事業経費

自転車駐車場及び登録制置場を適切に管理する
ことにより、自転車利用者の利便性を向上させる。

450,644
B：相当程
度達成

自転車駐車場利用
率、登録制置場利用
率、放置自転車台数
とも新型コロナ感染症
の影響もあり目標に届
かなかった。（指標達
成度86％）

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

他自治体においても
駐輪場利用率が大き
く減少し、さらに収支
見通しが難しくなった
ため導入を見送り、来
年度以降の導入に向
け事前準備をすること
となった。

A：高

区民ニーズからみて、
行政が果たすべき使
命として優先度は高
い。

ランク４ 現状維持

放置自転車を減らす
ためには、指定管理
者導入等による利用
者の利便性向上と現
状以上の台数の駐輪
場を運営する必要が
有る。

Ｂ：改善・見直し

放置自転車が平成11年度11,468台から令和２年度439台まで激減
したのは、受け皿となる駐輪場の整備と放置自転車の撤去活動を
両輪として事業を強力に推し進めてきた事が最大の要因である。
駐輪場及び自転車置場の適正な管理運営による利用者への利便
性を向上させ、利用率の向上を図ることが重要である。

19 1302-09 学務課
学校給食調理業
務委託経費

効率的・効果的な学校給食の運営を図るため、自
校調理方式とし、給食調理業務を民間委託してい
る。委託事業者の選定については、平成25年度よ
り従来のプロポーザル方式から指名競争入札に変
更するとともに、契約方法を長期継続契約（3年間）
に変更し、学校給食運営の安定化・委託事業費の
適正化を図っている。

701,763
B：相当程
度達成

調理日数は達成して
いるが、異物混入・食
物アレルギー事故は
ゼロになっていない。

B：標準的
（前年度
から改善
あり）

栄養管理システムに
アレルギー管理システ
ム機能を新たに追加
した。

A：高

調理業務委託は、効
率的・効果的な学校
給食の提供に重要で
ある。

ランク３ 現状維持
児童生徒数が増加し
ている。

A'：改善・継続

児童生徒数の増加傾向が続く上、感染症対策で通常と異なる作業
も伴い、現場の負担は増加している。負担に比例して事故リスクも
増加していくため、必要な人員やシステムについて、現場からの要
望等をくみ上げ、安全安心な給食を維持していく。

20 1303-01
放課後対策
課

子どもスキップ運
営事業

・小学生の放課後の安全・安心な居場所として、区
立小学校22校に、校舎内、敷地内または隣接地に
て子どもスキップを運営している。
・保護者の就労などの理由で放課後の時間帯に家
庭が留守になる児童を預かる「学童クラブ」と、保護
者と児童との間で帰りの時間を決める自主的な利
用が可能な「一般利用」の、２つの利用方法で運営
している。
・学童クラブと一般利用両方の児童が交流し、安
全・安心に配慮したうえで、体育館などの学校施設
を活用した遊びや体験の場を提供する。
・各スキップで利用児童による子ども会議を開催し
て、行事やルール決めなど、子どもスキップの運営
に児童自らの意見を反映させる。
・地域子ども懇談会を開催して、子どもスキップの
運営に地域や関連団体等の意向を反映させる。

73,783 C：未達成

②体を動かす機会が
減り、体力低下による
けが増加
③感染症対策を優先
し、子ども会議の回数
を減らして実施

C：標準的
（前年度
から改善
なし）

けがの発生状況を分
析し、効果的な対策を
検討する。また、子ど
もの意見表明権を尊
重するため、密になら
ない会議の工夫や意
見を収集する方法を
検討する。

S：最優先

共働き世帯の増加に
伴い、保育が必要な
小学生の放課後の安
全・安心な居場所の
確保として学童クラブ
の利用の需要は増え
ている。

ランク３ 現状維持

学童クラブ利用者が
増加しているため配
置基準を満たす学童
指導員（会計年度任
用職員）の増員が必
要である。

A'：改善・継続
児童の増加による子どもスキップ利用が高まる中、学童クラブにお
いては待機児童を出さないようスペースの工夫すると共に、コロナ
感染防止対策を徹底し安心安全な施設運営を行う。

※総合評価がＳの事業は黄色の網掛け、Ｃ、Ｄの事業はグレーの網掛けで示す
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